
【資料２】

保育所

定　員 144人 3学級 ）

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 計

１号認定 2人 2人 2人 6人

２号・３号認定 12人 24人 24人 26人 26人 26人 138人

学級数 1学級 1学級 1学級 3学級

16人

（小数点以下四捨五
入）

園長：１人　副園長：１人　主幹保育教諭：２人

保育教諭：26人（常勤14人、非常勤12人）

調理員：３人　事務職員：１人　看護師：１人　嘱託医：２人

2,409.67 ㎡

434.01 ㎡ 356.40 ㎡）

566.52 ㎡）

室数 可否

2 167.20 ㎡ 99.00 ㎡ 適

4 224.84 ㎡

1 155.67 ㎡

５．設置者 社会福祉法人自由学苑福祉会

幼保連携型認定こども園　設置認可申請調書

区　　分 内　　　　　容

１．名称 認定こども園　久居保育園

２．位置 津市久居西鷹跡町365番地11

３．開設時期 令和８年４月１日

４．新設／移行 移行 久居保育園

６．園長予定者

氏　　　　名 青木　陽子

教育・保育従事歴 38年 保有資格
保育士

幼稚園教諭２種免許状

備　　　　考

昭和59年～　名張よさみ幼稚園
平成16年～　久居保育園
令和５年～　久居保育園　園長

遊戯室

2.2 人

８．職員構成

９．敷地・園庭
敷地面積 （無償貸与13年）

園庭面積 （基準面積

７．定員及び学級

（学級数

必要配置数 4.0 人 8.0 人 1.8 人

その他設備：職員室、保健室、調理室、便所、手洗用設備、非常警報設備等

１０．施設・設備

園舎面積 1,130.53 ㎡
（基準面積

（構造：鉄骨造　１階建）

必要設備 面積 基準面積

乳児室・ほふく室

備　考

保育室
213.84 ㎡ 適



【資料２】

開園日数 年間２９１日

開園時間 ７時００分～１９時００分

教育時間 ９時００分～１４時００分（月曜日～金曜日）

９時００分～１２時００分（土曜日）

保育時間 ７時００分～１８時００分（月曜日～金曜日）

７時００分～１７時００分（土曜日）

休園日 日・祝日・年末年始（１２月２９日～１月３日）

　 （１号認定子どもは、上記に加え下記期間も休業）

４月１日～４月７日、７月２１日～８月３１日、１２月２６日～１月７日

３月２５日～３月３１日

【内容】

【工夫した点】

【対象】

【職員の状況】

【利用料】

【その他】

講座交流・・・３～５名
地域の老人会・・・４～６名

陶芸は材料費及び焼成代を実費徴収、それ以外はなし

（子育て支援センター「どんぐり」）
対象者：未就園児親子　担当職員：２～３名
開放：月～金　9:00～14:00　教室：月２回　10:30～11:00（定員25名）

６月にアルスプラザで行われた老人会に参加した際は、保護者にも参加していただ
けるようにした。

幼保連携型認定こども園　設置認可申請調書

区　　分 内　　　　　容

１１．開園日数、
　教育週数、教育
　及び保育の時間

１２．教育及び
　保育の目標等の
　主な内容

○教育及び保育の目標及び理念

本園は、「心をはぐくみ、生きる力を育てる。」という基本理念のもと、子どもたちは愛情に包ま
れた安心できる環境で、教育・保育を配慮した様々な体験を重ね、子どもたちの可能性を最大限に
伸ばせるよう関わっています。心身ともに健全な園児の育成に努めます。
・健康でたくましいからだ　・人を大切にする心
・考え、発見していく力　　・自分を表現する力
・豊かな感性

○教育及び保育のねらい及び内容の概要

一般的に、幼稚園は「教育」を行う場で、保育園は「保育」を行う場とされていますが、久居保育
園では「教育」にも力を注いでいます。なかでも、考える力、生きる力の源泉となる国語力、豊か
な言葉の習得にしっかりと取り組んでいます。また、みんなで同じ遊び、活動を行う「クラス活
動」を積極的に取り入れ、小学校に入ってから、スムーズに座学・集団行動ができるように協調性
を養うなど、保育園と幼稚園双方の良さを融合した、バランスの良いカリキュラムを編成していま
す。

１３．子育て支援
　の状況

（津市久居老人福祉センター利用者等との交流）
講座交流　７月　日本民踊　８月　音楽療法　９月　さくらの会　１月　陶芸
※他に地域の老人会に年４回参加

講座交流・・・５歳児クラス
地域の老人会・・・５歳児クラスまたは４歳児クラス









































【資料２】

保育所

定　員 109人 3学級 ）

０歳児 １歳児 ２歳児
３歳児

（満３歳児） ４歳児 ５歳児 計

１号認定 3（1）人 3人 3人 9人

２号・３号認定 6人 16人 18人 20人 20人 20人 100人

学級数 1学級 1学級 1学級 3学級

11人

（小数点以下四捨五
入）

園長：１人　主幹保育教諭：２人

保育教諭：23人（常勤20人、非常勤３人）

調理員：３人　事務職員：１人　嘱託医：２人

1,989.49 ㎡

358.82 ㎡ 287.10 ㎡）

518.34 ㎡）

室数 可否

2 74.80 ㎡ 62.70 ㎡ 適

4 192.00 ㎡

1 165.24 ㎡

備　考

その他設備：職員室、調理室、便所、手洗用設備、非常警報設備等

１０．施設・設備

園舎面積 1,005.46 ㎡
（基準面積

（構造：鉄骨造　２階建）

必要設備 面積 基準面積

乳児室・ほふく室

保育室
172.26 ㎡ 適

遊戯室

1.8 人

８．職員構成

９．敷地・園庭
敷地面積 （賃借権30年）

園庭面積 （基準面積

７．定員及び学級

（学級数

必要配置数 2.0 人 5.6 人 1.5 人

６．園長予定者

氏　　　　名 伊勢屋　邦英

教育・保育従事歴 ‐ 保有資格

備　　　　考

令和５年　　初任保育所長等（就任予定者）研修　修了
令和５年～　どんぐり保育園　園長補佐
令和６年～　どんぐり保育園　園長

５．設置者 社会福祉法人四季の里

幼保連携型認定こども園　設置認可申請調書

区　　分 内　　　　　容

１．名称 どんぐりこども園

２．位置 四日市市野田2丁目8-3

３．開設時期 令和８年４月１日

４．新設／移行 移行 どんぐり保育園



【資料２】

開園日数 年間２９１日

開園時間 ７時００分～２０時００分

教育時間 ８時３０分～１４時３０分（月曜日～金曜日）

保育時間 ８時３０分～１８時００分（月曜日～金曜日）

８時３０分～１８時００分（土曜日）

休園日 日・祝日・年末年始（１２月２９日～１月３日）

　 （１号認定子どもは、上記に加え下記期間も休業）

土曜日

４月１日～４月５日、７月１９日～８月３１日、１２月２７日～１月３日

３月２７日～３月３１日

【内容】

【工夫した点】

【対象】

【職員の状況】

【利用料】

【その他】

１３．子育て支援
　の状況

・園庭開放／毎週火・水・木曜日
・あそぼう会「Don！Don！」開催／２～３回／月
・子育て相談会／毎週木曜日

・地区市民センターへの開催日程等ポスター掲示
・園HP及びSNS（Instagram・LINE等）での情報発信

・近隣在住の未就園児保護者
・本園を知らない未就園児保護者及び広く周知させる事のできる保護者

・担当保育教諭を配置

・利用費用なし

（一時預かり事業）
・１号認定園児（14:30以降も保育が必要な家庭）
・担当保育教諭を配置
・毎日（特定日を除く）

幼保連携型認定こども園　設置認可申請調書

区　　分 内　　　　　容

１１．開園日数、
　教育週数、教育
　及び保育の時間

１２．教育及び
　保育の目標等の
　主な内容

○教育及び保育の目標及び理念

理念：「幼児期に心と体の基礎を育む」
教育・保育目標：
就学までの幼少期に遊びを中心としながら
・体の外からの基礎作り
・体の中からの基礎作り
・心の基礎作り
を目標とした取り組みから成長を促す

○教育及び保育のねらい及び内容の概要

体の外からの基礎作り：遊びながら健康的な体つくり。また、裸足で遊ぶことで培わられる体幹や
足裏の形成。身に付けておきたい36の動きを取り入れた保育の具体化。
体の中からの基礎作り：好き嫌いを減らし色々な物が食べられる様になるための食育活動。食を学
ぶ・育てる・作る・食べるの一連の過程を家庭を交えて実践。
心の基礎作り：園外活動の拡大。コミュニケーション能力の育成による成長促進。



園則・運営規程 

 

（目的） 

第1条 この規定は、社会福祉法人四季の里（以下「本法人」という）が、就学前の子ども

に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成 18 年法律第 77

条（以下「認定こども園法」という））に基づき設置する幼保連携型認定こども園

どんぐりこども園（以下「本園」という）の運営に関し、必要な事項を定めるもの

とする。 

 

（名称及び所在地） 

第2条 本園は、どんぐりこども園と称する。 

 

2 本園の所在地は、三重県四日市市野田二丁目 8-3 とする。 

 

（施設の目的及び運営の方針） 

第3条 本園は、認定こども園法及び子ども子育て支援法(平成 24 年法律第 65 号)児童福

祉法に基づいて、乳児及び幼児(以下「園児」という)の教育・保育事業を行い、教

育・保育の一体的な提供を通して、その心身の健やかな育成に最もふさわしい生活

の場を提供するものとする。 

 

2 本園は、認定こども園法及びその他関連法令に則り、園児の処遇に万全を期し、正 

しい愛情と知識と技術をもって、心身の健全な発達が助長されるよう努力する。 

 

3 本園の教育・保育の目標は、次のとおりとする。 

(1)心身共に健康で、幸福な生活のために必要な基本的な生活習慣を養い、身体諸機 

能の調和的発達を図る。 

（2）身近な人々に興味や親しみを持って生活する中で、自立心をはぐくみ、人と関わ 

る力を養う。 

(3)日常の会話や絵本、童話等に親しむことを通じて、言葉の使い方を正しく導き、 

考えたことなどを自分なりの言葉で表現し、相手の話す言葉を聞こうとする意欲 

や態度を育成する。 

(4)様々な環境に好奇心や探求心を持って自らがかかわりを持って生活する力を育成 

する。 

(5)音楽、身体による表現、造形等に親しむことを通じて、豊かな感性や表現する力 

を養い、創造性を豊かにする。 



(6)快適な生活環境の実現及び子どもと保育教諭その他の職員との信頼関係の構築を 

通じて心身の健康を育成する。 

(7)本園は、「四日市市特定教育・保育施設特定地域型保育事業の運営に関する基準を 

 定める条例(平成 26 年 10 月 6 日 条例第 21 号)」その他関係法令・通知などを遵 

守し、事業を実施するものとする。 

 

（教育・保育の内容） 

第4条 本園は、前条の目標を達するため、幼保連携型認定こども園教育・保育要領に基づ

き、教育・保育の内容に関する全体的な計画及び指導計画を編成し、小学校教育へ

の円滑な接続に配慮した教育・保育を提供するものとする。 

 

2 通常提供する教育・保育のほかに、以下の教育・保育を行う。 

（1） 延長保育 

（2） 乳児保育 

（3） 一時預かり 

（4） 子育て支援 

（5） 土曜保育 

（6） その他教育保育に係る行事等 

 

3 本園は、子どもの国籍、心情、社会的身分または費用負担の可否などによって差別 

的取り扱いをせず、特別の支援を要する過程の子どもや特別な配慮を要する子ど 

もの利用が排除されることのないよう、十分な配慮をもって運営するものとする。 

 

（給食及び食育） 

第5条 本園の給食は、自園調理により提供するものとする。 

 

2 給食の献立は、必要な栄養目標量を確保しつつ、発達段階、健康状態、嗜好等に十 

分配慮し、かつ、アレルギー、アトピー等にも配慮した内容とする。 

 

3 食を通じた子どもの健全育成を図る観点から、子どもの発育及び発達の過程に応じ 

て、食の体験を豊富にし、食を営む力の基礎を培うため、食に関し配慮すべき事項を 

定めた食育計画を策定し実施するものとする。 

 

（地域における子育て支援） 

第6条 本園は、在園児以外の地域の子育て家庭への支援及び相互交流を図るため、次の子

育て支援に関する事業を実施する。 



（1） 園庭開放 

（2） 子育て相談会 

（3） 遊ぼう会 

 

（職員の職種、員数及び職務の内容） 

第7条 教育・保育の実施に当たり配置する職員の職種、員数及びその職務内容は、別表 1

のとおりとする。ただし、利用園児の受入状況などにより、員数が変動する場合が

あり得る。 

 

2 前項に定めるもののほか、必要に応じ、臨時にその他の職員を置くものとする。 

 

3 職員は、この規定及びこれに付属する諸規定を守り、園長の指示に従い秩序を維持 

するとともに、その責務を深く自覚し、誠実且つ構成に職務を行わなければならない。 

 

（利用定員） 

第8条 本園の利用定員は、子ども・子育て支援法(以下「法」という)第 19 条第 1 項各号

に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとに、次のとおり定める。 

（1） 法第 19 条第 1 項第 1 号の子ども（以下「1 号認定子ども」という）9 名 

（2） 法第 19 条第 1 項第 2 号の子ども（以下「2 号認定子ども」という）60 名 

（3） 法第 19 条第 1 項第 3 号の子ども（以下「3 号認定子ども」という）40 名 

 

（教育・保育の提供を行う時間） 

第9条 教育・保育を提供する時間は、次のとおりとする。 

（1） 保育標準時間認定に係る保育時間 

8 時 30 分から 18 時 00 分までの範囲内で、保護者が保育を必要とする時間と

する。 

なお、上記以外の時間帯において、やむを得ない理由により保育が必要な場合

は 20 時 00 分までの範囲内で、延長保育を提供する。 

（2） 保育短時間認定に係る保育時間 

8 時 30 分から 16 時 30 分までの範囲内で、保護者が保育を必要とする時間と

する。 

なお、上記以外の時間帯において、やむを得ない理由により保育が必要な場合

は 7 時 00 分から 8 時 30 分まで及び 16 時 30 分から 18 時 00 分までの範囲内

で短時間延長保育を提供する。 

      保育短時間認定を受けた保護者は、短時間延長保育終了後、20 時 00 分までの 

範囲において、保育標準時間認定を受けた延長保育料にて延長保育の提供を 



受けることができる。 

（3） 教育標準時間 

8 時 30 分から 14 時 30 分までを標準時間とする。 

（4） 一時預かり利用時間 

14 時 31 分から 16 時 30 分とする。 

長期休業日における利用時間は 8 時 30 分から 18 時 00 分とする。 

（5） 土曜保育利用時間 

8 時 30 分から 18 時 00 分までの範囲内で、園児の保護者が保育を必要とする

場合の申請とする。 

 

（教育・保育の提供を行う日及び行わない日） 

第10条 教育・保育を提供する日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、1 号認定子ど

もについては、月曜日から金曜日までとする。 

 

2 当園の休業日は、次のとおりとする。 

（1） 日曜日 

（2） 年末年始（12 月 29 日から 1 月 3 日） 

（3） 国民の祝日、国民の休日 

（4） その他園長が必要と認めた日 

なお、当該年度の稼働日は、都度年間予定表にて示すものとする。 

 

3 以下の期間及び日においては、1 号認定子どもに対する教育・保育の提供は原則と 

して行わない。 

（1） 夏季休業 7 月 25 日から 8 月 31 日まで 

（2） 冬季休業 12 月 20 日から 1 月 8 日まで 

（3） 春季休業 3 月 20 日から 4 月 7 日まで 

（4） 土曜日 

 

4 教育・保育上必要があり、または、やむを得ない事情があるときは、前 2 項の規定 

にかかわらず休業日に教育・保育を行うことがある。 

 

5 非常変災その他急迫の事情があるときは、臨時に教育・保育を行わないことがある。 

 

（学年及び学期） 

第 11 条 本園の教育に係る学年は、4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。 

 



2 前項の学年は、次の学期に分ける。 

（1） 第 1 学期 4 月 1 日から 8 月 31 日まで 

（2） 第 2 学期 9 月 1 日から 12 月 31 日まで 

（3） 第 3 学期 1 月 1 日から 3 月 31 日まで 

 

（教育・保育利用の開始に関する事項） 

第 12 条 本園に入園するときは、本園が定める所定の手続きを要する。 

 

2 1 号認定子どもについて、入園希望者が利用定員を上回る場合は抽選を行う。 

 

3 2 号及び 3 号認定子どもについては、四日市市による利用調整を経るものとする。 

 

4 本園は、市町村が行うあっせん、調整及び要請にできる限り協力するものとする。 

 

5 利用開始に当たっては、あらかじめ、利用の申し込みを行った保護者に対し、本規 

程の概要、職員の勤務体制、利用者負担、その他の利用申込者の教育・保育の選択に 

資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、同意を得るもの 

とする。 

 

（退園、休園及び転園に関する事項） 

第 13 条 退園及び転園等による教育・保育の提供の終了に際しては、学校、特定教育・保 

育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う者等と密接な連携をとり、当該子ど 

もに係る情報の提供を通じて、円滑な接続に配慮するものとする。 

 

2 園児の退園、休園、転園に際しては、保護者から届出を受けるとともに、休園事由 

によっては、必要な情報提供等を継続し、園児の円滑な再登園に配慮するものとする。 

 

3 園長は、伝染病にかかり、またはかかったおそれのある園児に対して、当園停止を 

命ずることがある。 

 

（利用の終了に関する事項） 

第 14 条 本園は、以下の場合に教育・保育の提供を終了するものとする。 

  （1）1 号認定子ども及び 2 号認定子どもが小学校就学の始期に達したとき 

 （2）3 号認定子どもの保護者が、法定等に定める支給要件に該当しなくなったとき 

  （3）その他、利用の継続について、重大な支障または困難が生じたとき 

 



2 当園が定める教育・保育課程を終了した者には、修了証書を授与する。 

 

（利用者負担その他の費用の種類） 

第 15 条 本園は、利用した支給認定保護者から、当該市町村の定める利用者負担額（保育 

料について支払いを受けるものとする。ただし、幼児教育・保育の無償化対象者は 

その限りではない。 

 

2 前項の保育料のほか、教育・保育の質の向上を図る上で特に必要であると認められ 

る対価（特定負担額）について、あらかじめ、保護者に使途・金額・理由を説明し、 

書面による同意を得たうえで支払いを受けるものとする。 

 

3 前 2 項に加え、教育・保育の提供に関して実費で徴収する費用（実費徴収）につい 

て、その都度、保護者に使途・金額・理由を説明し同意を得たうえで支払いを受ける 

ものとする。 

 

4 前各項の支払いを受けた場合は、当該保護者に領収書を交付するものとする。なお、 

口座振替を利用の場合、通帳記帳を持って領収書に代えるものとする。 

 

5 第 2 項及び第 3 項の上乗せ徴収・実費徴収等の利用者負担にてういては、別表 2 の 

とおりとする。 

 

（緊急時における対応方法） 

第 16 条 本園の職員は、教育・保育の提供を行っているときに、園児の病状の急変、その 

他緊急事態が生じたときは、速やかに嘱託医または園児の主治医に連絡するなど、 

必要な措置を講ずるものとする。 

 

2 教育・保育の提供により事故が発生した場合は、四日市市と園児の保護者等に連絡 

するとともに、必要な措置を講じるものとする。 

 

3 本園は、事故の状況や事故に際してとった処置について記録するとともに、事故発 

生の原因を解明し、再発防止のための対策を講じるものとする。 

 

4 園児に対する保育の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速 

やかに行うものとする。 

 

（非常災害対策） 



第 17 条 非常災害に備えて、消防計画等を作成し、防火管理者または火気・消防等につい 

ての責任者を定め、少なくとも毎月 1 回以上、避難及び消火に係る訓練を実施する 

ものとする。 

 

2 前項における訓練の結果を踏まえ、計画等の検証及び必要な見直しを行うこととす 

る。 

 

（虐待の防止のための措置） 

第 18 条 本園は、園児の人権の擁護及び虐待の防止を図るため、必要な体制の整備を行う 

とともに、職員に対する研修の実施その他必要な措置を講じるものとする。 

 

（苦情解決体制） 

第 19 条 本園は、その提供した教育・保育に関する苦情に迅速かつ適切に対応するために、 

苦情解決体制を整備し、苦情を受け付けるための窓口を設置するなどの必要な措 

置を講じるものとする。 

 

2 本園は、苦情に関し、市から求められた場合は、市が行う調査に協力するとともに、 

市から指導または助言を受けた場合は、当該指導または助言に従って必要な改善を 

行うものとする。 

 

3 その他苦情解決に関する事項は、別途、苦情解決に関する規定により定める。 

 

（秘密保持） 

第 20 条 本園の職員及び職員であった者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た園児 

    またはその家族の秘密を漏らしてはならない。 

 

2 本園は、園児または第三者の生命、身体等に危険がある場合等正当な理由がある場 

合または正当な権限を有する警察機関等からの命令等による場合を除くほか、小学 

校、他の特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う者その他の機関 

に対して、支給認定子どもに関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により当 

該支給認定子どもの保護者の同意を得て行うものとする。 

 

3 その他秘密保持に関する事項は、別途、就業規則及び個人情報保護に関する規定に 

より定める。 

 

（教育・保育の質の評価） 



第 21 条 本園は、教育及び保育、子育て支援事業の運営水準の向上を図るため、その運営 

状況について次のとおり自ら評価を行いまたは評価を受け、運営改善のための必 

要な措置を講じるものとする。 

 

2 園児の保護者その他の関係者による評価を受けて、その結果を公表するよう努める 

ものとする。 

 

（記録の整備） 

第 22 条 本園は、教育・保育の提供に関する以下に掲げる記録を整備し、その完結の日か 

ら 5 年間保存するものとする。 

（1） 教育・保育の実施にあたっての計画 

（2） 提供した教育・保育に係る提供記録 

（3） 運営基準条例第 19 条に規定する市への通知に係る記録 

（4） 保護者からの苦情の内容などの記録 

（5）事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録 

 

附則 

1 この規定は、2026 年 4 月 1 日から施行する。 

  



 

別表 1 職員の職種及び職務内容 

(1) 園長  1 名 

園長は、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 

(2) 主幹保育教諭  2 名 

主幹保育教諭は、上司を補佐し、命を受けて園務の一部を整理するとともに、園児の

教育及び保育を行う。 

(3) 保育教諭  15 名 

保育教諭は、園児の教育及び保育を行う。 

(4) 栄養士   1 名 

栄養教諭は、園児の給食調理・栄養・食育衛導及び衛生管理を行う。 

(5) 嘱託医師及び嘱託歯科医師 各１名 

   嘱託医師及び嘱託歯科医師は、年 2 回の園児の健康診断及び歯科検診を行うととも

に、健康管理及び口腔衛生等の指導等を行う。  

(6) 特別の事情のあるときは、保育教諭に代えて助保育教諭又は講師を置くことができる。 

(7) その他、必要に応じて職員を配置することとする。 

  ただし、職員の員数や職種について、基準を下回らない範囲で増減することがある。 

 

  



別表２ 実費に係る利用者負担 

給食費（1 号認定子ども）主食費 ：  900 円／月 

副食費 ： 3,700 円／月 

 

給食費（2 号認定子ども 3・4・5 歳児）主食費 ： 900 円／月 

副食費 ：3,700 円／月 

 

月刊絵本代（3・4・5 歳児） 470 円／月 

 

 夏季活動費 1,500 円／年 

  プール活動及び空調費用 

  

保育材料費（3・4・5 歳児） 1,500 円／年 

      （0・1・2 歳児）  700 円／年 

 

行事費  実費 

 運動会、夏祭り、発表会 等 

 

 積立（5 歳児）  1,000 円／月 

  卒園アルバム 

 

 延長保育料金 350 円／時間（おやつ代含む） 

 

 入園準備金 

  0 歳児     3,000 円程度 

  1・2 歳児    4,000 円程度 

  3・4・5 歳児 35,000 円程度 

 

以上 









A

B

園庭面積

Ａ：1ｍ×14.3ｍ＝14.3㎡

Ｂ：14.5ｍ×23.76＝344.52㎡

Ａ＋Ｂ＝358.82㎡















【資料２】

保育所

定　員 170人 6学級 ）

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 計

１号認定 5人 3人 2人 10人

２号・３号認定 9人 25人 30人 30人 32人 34人 160人

学級数 2学級 2学級 2学級 6学級

17人

（小数点以下四捨五
入）

園長：１人　副園長（教頭）：２人　主幹保育教諭：２人

保育教諭：27人（常勤21人、非常勤６人）

調理員：４人　事務職員：２人　看護師：１人　嘱託医：２人

3,146.02 ㎡

787.00 ㎡ 442.20 ㎡）

1,376.75 ㎡）

室数 可否

4 211.81 ㎡ 135.30 ㎡ 適

8 331.20 ㎡

1 179.40 ㎡遊戯室

備　考

2.3 人

その他設備：職員室、保健室、調理室、便所、手洗用設備、非常警報設備等

１０．施設・設備

園舎面積 2,038.53 ㎡
（基準面積

（構造：鉄骨造　２階建）

必要設備 面積 基準面積

乳児室・ほふく室

保育室
265.32 ㎡ 適

７．定員及び学級

（学級数

必要配置数 3.0 人 9.1 人

８．職員構成

９．敷地・園庭
敷地面積 （自己所有）

園庭面積 （基準面積

２．位置 松阪市大黒田町609番地

３．開設時期 令和８年４月１日

４．新設／移行 移行 松阪清泉愛育園

幼保連携型認定こども園　設置認可申請調書

区　　分 内　　　　　容

１．名称 幼保連携型認定こども園　松阪清泉愛育園

５．設置者 社会福祉法人松阪清泉福祉会

６．園長予定者

氏　　　　名 安藤　智子

教育・保育従事歴 37年 保有資格
保育士

幼稚園教諭２種免許

備　　　　考

昭和48年～　ふたば幼稚園
昭和57年～　藤幼稚園
平成17年～　津市立中央保育園、清泉愛育園
平成18年～　清泉愛育園　園長
令和４年～　松阪清泉愛育園　園長

2.8 人



【資料２】

開園日数 年間３００日

開園時間 ７時００分～１８時００分

教育時間 ９時００分～１４時００分（月曜日～金曜日）

保育時間 ７時００分～１８時００分（月曜日～金曜日）

７時３０分～１８時００分（土曜日）

休園日 日・祝日・年末年始（１２月２９日～１月３日）

　 （１号認定子どもは、上記に加え下記期間も休業）

土曜日

７月２１日～８月３１日、１２月２４日～１月７日

３月２６日～３月３１日

１２．教育及び
　保育の目標等の
　主な内容

○教育及び保育の目標及び理念

当園は次の理念・方針を掲げ運営している。
（教育・保育理念）
　・夢は必ず叶うと信じて希望を持ち続ける子どもの育成
　・家庭的な雰囲気の中で一人一人を大切に、心身ともに円満でたくましい子どもの育成
　・保護者との連携・信頼関係を作るとともに、地域の人々との触れ合いを大切にしながら明るく
　　楽しい園生活を過ごす
（教育方針）
　・本園の目指す教育は『興育』である。興味を持たせ、面白いな！楽しいな！と色々な体験を
　　通して育てていくことこそ真の教育である。
　・子ども主体の教育、子ども主体の遊びから学ぶ教育の実践をする。
（保育方針）
　・笑顔あふれる明るい子ども
　・感謝の気持ちを持ち、思いやりのある優しい子ども
　・強い心、強い体を持ち、元気に遊べる子ども
　・興味を持ってよく考え・工夫できる子ども
　・何事も自ら進んで出来る子ども
　・世界の子どもと手をつなげる子ども
（食育方針）
　・食べ物に興味を持つ
　・みんなで食べるとおいしいね
　・「資源(食べ物)を大切に」の心を育てる
　・植育としての畑づくりで野菜を育てる
上記のことを念頭に置きながら、園のコンセプトである『笑顔と感謝』の気持ちを大切に愛がいっ
ぱい溢れる保育園。命の大切さ、本当に強い子は人にやさしくできる子。と日々語り続け、保育士
も子どもも保護者もこども園にかかわるすべての人が笑顔いっぱい、みんな大好き・みんな友達、
一人一人が主役でいられるような教育・保育を実践していきたい。

○教育及び保育のねらい及び内容の概要

子どもひとり一人の発達階段を踏まえたうえで、教育・保育のねらいを下記のように掲げる。
・異年齢保育の中で思いやりの心を育てると共に支え合い、育ちあう人間関係づくりの出発点と
　して、豊かな人間関係を作る
・家庭的な雰囲気の中で自己肯定感を育む
・生きる力を育み、自立心を養う
・幼児期に自分で考え行動でできる子に育てる
・いろいろな葛藤を経ながらも失敗や困難に立ち向かおうとする力
・友達や仲間と共に育ちあう子ども
・人の話を最後まで聞き、対話を楽しみながら人と感動を共有し合える子ども
・体力づくりのための活動
さらに、幼児期の育ってほしい10の姿・育みたい３つの資質・能力を細分化して計画している。中
でも生きる力を育むために、夢は必ず叶うと信じて希望を持つことが、生きる力になる！という信
念のもと園長自らがそんな思いを託した園歌の作詞・作曲。さらに絵本の出版も予定している。

幼保連携型認定こども園　設置認可申請調書

区　　分 内　　　　　容

１１．開園日数、
　教育週数、教育
　及び保育の時間



【資料２】

【内容】

【工夫した点】

【対象】

【職員の状況】

【利用料】

【その他】

１３．子育て支援
　の状況

①地域の公民館活動に参加・・・年に１回程度
②地域自治会のお誘いによる活動・・・ピアノとお話（年に１回）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　人権のお話（年に１回）
③保育園独自の園庭開放（未就園児）・・・週４回程度

①、②については、特に自治会関係の方々が熱心で、お声がけ頂いた活動には積極
的に参加したり、お越しいただくなどして、ピアノや人権のお話をしてくださる皆
様との触れ合いを大切に活動してきました。
②については、未就園児の方々（親子）を対象に興味のありそうな内容でお越し頂
けるように工夫しました。（ヨガ教室・リトミックや読み聞かせ・園庭開放・園の
行事に参加・子育て相談等）

①、②については、当園の保育園児と近隣の幼稚園・保育園の方々と一緒に参加。
②については、未就園児親子及び在園児と参加。

①、②については、参加園児の担当や主な役職・フリー職員が同行し一緒に参加。
②については、ベビーマッサージの時は、その資格を持つ保育士が指導。
他に読み聞かせや、製作活動などは役職・フリーの職員が対応。

無料

今後、こども誰でも通園制度の導入を検討している。

幼保連携型認定こども園　設置認可申請調書

区　　分 内　　　　　容



幼保連携型認定こども園  

松阪清泉愛育園園則兼運営規定 
 

（名称等） 

第１条 社会福祉法人松阪清泉福祉会が設置するこの認定こども園の名称及び所在地は、

次のとおりとする。 

⑴ 名 称 幼保連携型認定こども園 松阪清泉愛育園 

⑵ 所在地 三重県松阪市大黒田町６０９番地 

 

 （施設の目的及び運営方針） 

第２条 認定こども園松阪清泉愛育園（以下「こども園」という。）は、児童福祉法に基

づき保育を必要とする乳幼児（2 号・3 号認定）を受け入れ、保育を行うことと、

教育が必要な就学前の幼児（１号認定）を受け入れ、教育及び保育を行うこと

を目的とした「特定教育・保育施設」である。 

２ こども園は、こども園を利用する小学校就学前子どもの意思及び人格を尊重して、

常に当該小学校就学前子どもの立場に立って教育及び保育を提供するように努めなけ

ればならない。 

３ こども園は、良質かつ適切であり、かつ、子どもの保護者の経済的負担の軽減につ

いて適切に配慮された内容及び水準の特定教育・保育の提供を行うことにより、全て

の子どもが健やかに成長するために適切な環境が等しく確保されることをめざすもの

である。 

４ こども園は、教育及び保育に関する専門性を有する職員が、家庭と緊密な連携の下

に、利用乳幼児の状況や発達過程を踏まえ、教育及び保育を一体的に行うものとする。 

５ こども園は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、都道府県、市町村、

小学校、他の特定教育・保育施設等、地域こども・子育て支援事業を行う者、他の児

童福祉施設その他の学校又は保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者と

の連携を図り、利用乳幼児の保護者に対する支援及び地域の子育て家庭に対する支援

等を行うよう努めるものとする。 

努めること。 

６ こども園は、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和２３年１２月２９日

厚生省令第６３号）」及び「松阪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運

営に関する基準を定める条例（平成２６年９月２６日条例第２５号）」その他関係法令

を遵守するものとする。 

 

（利用定員） 

第３条 こども園の利用定員１７０人とし、子ども・子育て支援法（以下、「法」という。）

第１９条第１項第１号及び第２号・第３号に掲げる小学校就学前子どもの区分

ごとに、次のとおり定める。なお、教育及び保育の年齢別の需要の増大その他

必要があるときは、小学校就学前子どもの区分又は年齢別の利用定員の数を相



互に流用し、教育及び保育の提供を行うことができるものとする。 

⑴  法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前の子ども（教育を必要とする満

３歳以上の子ども。以下「1 号認定子ども」という。）１０人 

⑵  法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前の子ども（保育を必要とする満

３歳以上の子ども。以下「２号認定子ども」という。） ９６人 

⑶  法第１９条第１項第３号に掲げる小学校就学前の子ども（保育を必要とする満

３歳未満の子ども。以下「３号認定子ども」という。）のうち、満１歳以上の子ど

も ５５人 

⑷  ３号認定子どものうち満１歳未満の子ども ９人 

 

 （提供する特定教育及び保育の内容） 

第４条 こども園は、就学前の子どもに関する教育及び保育等の総合的な提供の推進に

関する法律（平成１８年法律第７７号。以下「認定こども園法」という）こども

園法第１０条第１項の規定に基づき、幼保連携型認定こども園の教育課程その

他の教育及び保育の内容にかんする事項を定めた「教育・保育要領（平成２９

年 3月 内閣府・文部科学省・厚生労働省）」に基づき教育及び保育を行うもの

とする。 

 

 （こども園が行うその他の事業） 

第５条 こども園は、前条に掲げる教育及び保育のほか、次に掲げる事業を行うものと

する。 

⑴  時間外保育事業  

  ・預かり保育、延長保育、早朝保育 

⑵  障害児保育事業 

⑶  子育て支援事業 

 

（職員の職種、員数及び職務の内容） 

第６条 保育の実施に当たり配置する職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりと

する。なお、員数は入所人数により変動することがある。 

⑴ 学園長・園長 １名 

園長は、職員及び業務の管理を一元的に行い、所属職員を指揮監督する。 

⑵ 学園長補佐 若干名 

学園長補佐は、学園長の補佐をする。 

⑶ 園長代理 １名 

 園長代理は、園長の代理業務を行う。 

⑷  副園長 １名 

   副園長は、園長代理の補佐をする。 

⑸ 主幹保育教諭 ２名 

主幹保育教諭は、園長を補佐し教育及び保育内容について他の保育教諭を統括する



とともに、地域の子育て家庭等に対する子育て支援を行う。 

⑹  副主幹保育教諭 ２名  

副主幹教諭は園長・主幹教諭を補佐し、教育及び保育活動について他の保育教諭の

指導を行う。 

⑺  各種リーダー 若干名（幼児リーダー、乳児リーダー、調理リーダー、事務リ 

ーダー） 

担当する職務の専門知識・経験を活かし、教育及び保育活動や管理業務を行う。 

⑻  保育教諭 ２６名 

教育及び保育に従事し、指導計画の立案、実施、記録及び家庭連絡等の業務を行う。 

⑼  保育補助 若干名 

教育及び保育の補助をする。 

⑽  調理員 ４名 

  松阪市が作成する献立に基づき、利用乳幼児の食事（間食を含む）を調理する。 

⑾  看護師 １名 

看護師は、利用乳幼児の保健安全管理業務を行い、看護記録、業務日誌等の作成を

行う。 

⑿  事務員 ２名 

事務補助業務及び園舎内外等の管理業務を行う。 

⒀  嘱託医師及び嘱託歯科医師 各１名 

ア 嘱託医師は、年２回の利用乳幼児の健康診断を行うとともに、健康管理及び 

 指導を行う。 

イ 嘱託歯科医師は、年１回の利用乳幼児の歯科検診を行うとともに、口腔衛 

生講話及び歯磨き指導等を行う。 

⒁ 嘱託薬剤師 1名 

 

 

 （教育及び保育を提供する日） 

第７条  

「１号認定子ども」においては、月曜日から金曜日までとする。ただし、学期を含

む春期、夏期、冬期における長期休業日を除く。 

「２号・３号認定子ども」においては月曜日から土曜日までとする。ただし、年末

年始（１２月２９日から１月３日）及び休日（国民の祝日に関する法律（平成２３

年法律第１７８号）第３条に規定する休日をいう。）を除く。 

 

（教育及び保育を提供する時間） 

第８条 教育及び保育を提供する時間は、次のとおりとする。 

⑴ 「１号認定子ども」は午前中を中心とした教育標準時間（概ね５時間程度）は、

共通の教育を行う。 

⑵ 「２号・３号認定子ども」においては、保育標準時間認定に係る保育時間であ



る午前７時００分から午後６時までの範囲内で、保護者が保育を必要とする時

間とする。また、保育短時間認定に係る保育時間では、午前８時３０分から午

後４時３０分までの範囲内で、保護者が保育を必要とする時間とする。 

 

（その他の事業を行う時間） 

第９条 その他の事業を行う時間は、次のとおりとする。 

⑴  預かり保育事業 

教育標準時間認定に係る利用幼児「１号認定子ども」については、午後２時００分

から午後４時３０分の間とする。また、長期休業時においては、午前９時から午後

２時と午後２時００分から午後４時３０分を預かり保育時間とする。 

⑵  時間外保育事業 

保育標準時間認定に係る利用乳幼児「２号・３号認定子ども」については、午後６

時から午後７時の間とし、保育短時間認定に係る利用乳幼児「２号・３号認定子ども」

については、午前７時００分から午前８時３０分及び午後４時３０分から午後６時

の間とする。 

 

 （利用者負担その他の費用の種類） 

第１０条 利用乳幼児（０・１・２歳児）の保護者は、松阪市の定める利用者負担額（保

育料）を支払うものとする。３・４・５歳児については、幼児教育・保育の無償化に伴

い給食費（主食代・副食代）は保護者より直接保育園に支払うものとする。 

２ 前項の規定に関わらず、松阪市以外の市町村の支給認定を受けている利用乳幼児

（０・１・２歳児）の保護者は、当該市町村の定める利用者負担額（保育料）を支払う

ものとする。 

３ その他の費用として、別表に掲げるものとする。 

 

 （利用の開始、終了に関する事項） 

第１１条 １号認定子どもについては、４月を年度始まりとし新年度の入園希望者を募

集する。入園希望者は各園の募集要項を確認し定められた期間に直接こども園に申し

込みを行う。こども園とのやりとりをして面接を行い、諸条件が合えば入園手続きを

行った後、教育及び保育を行う。（空きが出た場合は途中入園できる可能性あり）また、

２号・３号認定子どもについては、松阪市保育の利用に係る調整に関する事務取扱基

準に基づく調整を受けた乳児又は幼児の教育及び保育を行うものとする。 

 いずれも、入園希望者多数時の場合は、面接、相談等をとおして、その選考を行う必

要がある 

 

（利用の終了に関する事項） 

第１２条 以下の場合には、教育及び保育の提供を終了するものとする。（退園手続きを

行う） 

⑴  利用乳幼児が小学校就学の始期に達したとき（１号・２号・３号認定子ども） 



⑵  支給認定が取消となったとき（２号・３号認定子ども） 

⑶  その他、利用の継続について重大な支障又は困難が生じたとき（１号・２号・３

号認定子ども） 

 

 （緊急時における対応方法） 

第１３条  

１ こども園の職員は、教育及び保育の提供を行っているときに、発熱等により体調を

くずした場合は、利用乳幼児の保護者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるも

のとする。 

２ こども園の職員は、教育及び保育の提供により事故が発生した場合は、松阪市、利

用乳幼児の保護者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。 

３ こども園の職員は、事故の状況や事故に際して採った処置について記録するととも

に、事故発生の原因を解明し、再発防止のための対策を講じるものとする。 

 

 （非常災害対策） 

第１４条 非常災害に備えて、BCPの作成、防災マニュアル、認定こども園防災マニュア

ル等に基づき行動するとともに、消防計画等を作成し、防火管理者又は火気・消防等

についての責任者を定め、少なくとも毎月１回以上、避難及び消火に係る訓練を実施

するものとする。 

 

 （虐待防止のための措置） 

第１５条 利用乳幼児の人権擁護及び虐待の防止を図るため、責任者の設置その他必要

な体制の整備を行うとともに、職員に対する研修の実施その他必要な措置を講じるも

のとする。 

 

 （記録の整備等） 

第１６条 こども園は、教育及び保育の提供に関する以下に掲げる記録を整備し、その

完結の日から５年間保存するものとする。 

⑴  教育及び保育の実施に当たっての計画 

⑵  提供した教育及び保育に係る提供記録 

 ⑶ 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準（平成２６年内

閣府令第３９号）第１９条に規定する市町村への通知に係る記録 

⑷  保護者からの苦情内容等の記録 

   

  （小学校教育との接続にあたっての留意事項） 

⑴  こども園においては、その教育及び保育が、小学校以降の生活や学習の基盤の育

成につながることに配慮し、乳幼児期にふさわしい生活を通して、創造的な思考や

主体的な態度などの基盤を培うようにするものとする。 

⑵  こども園の教育及び保育において育まれた資質・能力を踏まえ、小学校教育が円



滑に行われるよう、小学校との連携を図り、こども園における教育及び保育と小学

校教育との円滑な接続を図るよう努めるものとする。 

 

 

 附 則 

 
 この規定は、令和５年４月１日から施行する。 

 この規程は、令和６年１１月２７日から施行する。  

 この規定は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表１（第１０条に基づくその他費用） 

 

項  目 
金   額 

２号・３号認定 １号認定 

主食代（給食費として）幼児のみ   ７００円／月   ７００円／月 

副食代（給食費として）幼児のみ  ４８００円／月  ４３００円／月 

絵本代（個人の保育教材として） ５００円前後 

時間外保育事業利用料 短時間保育の園児 

7:00～8:30 １００円 

16:30～18:00 １００円 

 

延長保育 １，０００円 

 

預かり保育利用料  平日 14：00～16：30 

      ４５０円 

長期休業 

9：00～14：00 ４５０円

14：00～16：30 ４５０円 

（給食費、おやつ代 別） 

各学年に必要な教材費など    

      ・日用品、文房具その他絵本やワークなどの必要な物品の購入に要する費用 

      ・行事への参加に要する費用 

                  

 









































【資料２】

保育所

定　員 140人 3学級 ）

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 計

１号認定 5人 3人 2人 10人

２号・３号認定 6人 20人 24人 25人 27人 28人 130人

学級数 1学級 1学級 1学級 3学級

14人

（小数点以下四捨五
入）

園長：１人　主幹保育教諭：２人

保育教諭：20人（常勤13人、非常勤７人）

調理員：２人　事務職員：２人　嘱託医：２人

3,856.44 ㎡

685.00 ㎡ 396.00 ㎡）

627.90 ㎡）

室数 可否

2 203.70 ㎡ 148.50 ㎡ 適

5 307.52 ㎡

1 144.77 ㎡遊戯室

備　考

2.0 人

その他設備：職員室、保健室、調理室、便所、手洗用設備、非常警報設備等

１０．施設・設備

園舎面積 1,278.26 ㎡
（基準面積

（構造：鉄骨造　２階建）

必要設備 面積 基準面積

乳児室・ほふく室

保育室
237.60 ㎡ 適

７．定員及び学級

（学級数

必要配置数 2.0 人 7.3 人

８．職員構成

９．敷地・園庭
敷地面積 （賃借権22年、地上権設定22年）

園庭面積 （基準面積

２．位置 松阪市嬉野中川町1263番地1

３．開設時期 令和８年４月１日

４．新設／移行 移行 わかすぎ保育園

幼保連携型認定こども園　設置認可申請調書

区　　分 内　　　　　容

１．名称 わかすぎこども園

５．設置者 社会福祉法人清翠会

６．園長予定者

氏　　　　名 金森　久美子

教育・保育従事歴 41年 保有資格
保育士

幼稚園教諭２種免許

備　　　　考

昭和52年～　のべの幼稚園、三島市立沢地幼稚園、三島市立東幼稚園、
　　　　　　松阪市立西黒部幼稚園
昭和56年～　のべの幼稚園、わかすぎ保育園
平成24年～　わかすぎ第二保育園
平成29年～　わかすぎ保育園　園長

2.4 人



【資料２】

開園日数 年間２９３日

開園時間 ７時００分～１９時００分

教育時間 ９時００分～１４時００分（月曜日～金曜日）

保育時間 ７時００分～１９時００分（月曜日～金曜日）

７時００分～１９時００分（土曜日）

休園日 日・祝日・年末年始（１２月２９日～１月３日）

　 （１号認定子どもは、上記に加え下記期間も休業）

土曜日

４月１日～４月５日、７月２１日～８月３１日、１２月２４日～１月７日

３月２６日～３月３１日

１２．教育及び
　保育の目標等の
　主な内容

○教育及び保育の目標及び理念

【教育及び保育の目標】
　本園では、入園から卒園までに以下の力を育むことを目標とします。
　１．生活のルールを理解して守る。
　　　健康、安全で幸福な生活のために必要な基本的な習慣を養い、集団生活を通じて、自主・
　　自律及び協同の規範意識の芽生えを養う。
　２．やさしさ思いやりを持ち、人とうまく関わっていく力
　　集団生活を通じて、家族や身近な人への信頼感を深める。
　３．身近な環境に親しみを持ち、集中して取り組む。
　　　身近な社会生活に興味関心を持ち、喜んで参加する態度を養い、遊びの中で数字や図形、
　　文字などに親しむ体験を重ね、思考力の芽生えを養う。
　４．人の話をよく聞く力
　　　日常会話や、絵本の読み聞かせ、童話等に親しむことを通じて、言葉の使い方を正しく導く
　　とともに、相手の話をよく聴く、理解する、共感しようとする態度を養う。
　５．豊な感性を育てる。
　　　音楽、身体による表現、造形及び自然等に親しむことを通じて、豊かな感性と表現力の
　　芽生えを養う。
【教育及び保育の理念】
本園は、児童福祉法および子ども基本法に基づき、すべての子どもが安全で安心して過ごせる

「生活と学びの場」を保障します。
子どもは授かった大切な宝であり、保護者と同じ心でその育ちをやさしく見守り、ぬくもりと愛

情に満ちた保育を実践します。
保育教諭は、専門性を発揮し、子どもの人間形成の根っことなる大切な時期に寄り添い、一人ひ

とりの育ちを丁寧に支えます。
幼児教育と保育を一体的に実践することで、子どもたちの「生きる力」の基礎を育み、乳幼児期

から小学校以降の学びへとつながる育ちの連続性を保障します。

○教育及び保育のねらい及び内容の概要

　本園は、子ども一人ひとりの発達や育ちに応じた教育・保育を行う。
乳児期には育児担当保育を行い、安定した関係性の中で情緒の安定と基本的な生活習慣の形成を

支え、安心して過ごせる環境を整える。
幼児期には、異年齢保育を取り入れ、子ども同士の関りの中で、思いやり・憧れ・協力の心を育

む。年長児が年少児を思いやる姿や、年少児が年長児に憧れる姿を通じて、社会性と自立心を育て
る。
教育的視点として、遊びや生活の中に「学びの芽」を育てる活動を展開し、小学校における教育

との円滑な接続を意識した教育・保育を取り組む。

幼保連携型認定こども園　設置認可申請調書

区　　分 内　　　　　容

１１．開園日数、
　教育週数、教育
　及び保育の時間



【資料２】

【内容】

【工夫した点】

【対象】

【職員の状況】

【利用料】

【その他】

１３．子育て支援
　の状況

・園庭開放　５日／週
・行事（月１回程度）
・子育て相談
・身体測定、離乳食相談　１回／月

・行事等は、毎月発行の情報誌で知らせる。
・参加された保護者の方にこちらから積極的に言葉をかけ、話しやすい雰囲気を
　作る。

・就学前の親子
・未就園児の親子

・子育て経験のある保育教諭
・離乳食相談には栄養士が担当

なし

（こどもセンターわかすぎ）
施設・園庭開放　５日／週　　未就園児対象　　担当職員常勤
子育て相談（面接・電話）／随時　　子育て情報誌発行　毎月
講演会実施　３回／年　　センター行事　毎月

幼保連携型認定こども園　設置認可申請調書

区　　分 内　　　　　容
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社会福祉法人清翠会 わかすぎこども園園則兼運営規程 

 

（施設の目的）  

第1条  社会福祉法人清翠会が設置するわかすぎこども園（以下、「当園」という。）が幼

保連携型認定こども園として行う特定教育・保育の適切な運営を確保するために

人員及び管理運営に関する事項を定め、当園を利用する小学校就学前の子ども（以

下「園児」という）に対し、適正な特定教育・保育を提供することを目的とする。  

 

（施設の運営方針）  

第 2 条 当園は、良質な水準かつ適切な内容の特定教育・保育の提供を行うことにより、

全ての子どもが健やかに成長するための環境が等しく確保されることを目指す。 

2  特定教育・保育の提供に当たっては、園児の最善の利益を考慮し、園児の意思及

び人権を尊重し、生活するにふさわしい場を提供するように努める。  

3  当園は、家庭及び地域との結び付きを重視した運営を行い、小学校、他の特定教

育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う者、他の児童福祉施設その

他の学校又は保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者との密接な

連携に努める。  

 

（施設の名称及び所在地） 

第 3 条 当園の名称及び所在地は、次のとおりとする。  

(1) 名称   わかすぎこども園 

(2) 所在地  三重県松阪市嬉野中川町１２６３番地１  

 

（提供する特定教育・保育の内容）  

第 4 条 当園は、就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法

律（平成１８年法律第７７号）及び子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５

号）その他関係法令等を遵守し、幼保連携型認定こども園教育・保育要領（平成２

９年内閣府、文部科学省、厚生労働省告示第１号）に基づき、園児の心身の状況等

に応じて、特定教育・保育を提供する。  

 

（職員の職種、員数及び職務の内容）  

第 5 条 当園が特定教育・保育を提供するにあたり配置する職員の職種、員数及び職務の

内容は次のとおりとする。ただし、員数は入園人数により変動することがある。 

(1) 園長  1 名（常勤職員）  

園長は、教育・保育の質の向上を図り、職員の資質の向上に取り組むとともに、

職員の管理及び業務の管理を行う。  
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   (2)主幹保育教諭 2 名 （常勤職員） 

    主幹保育教諭は、園長を補佐し、命を受けて園務を整理し、教育・保育の提供に

係る計画の立案や地域の子育て支援活動及び教育・保育の内容について他の職員

との連携が円滑にいくように業務を行う。  

 (3) 保育教諭  

    保育教諭は、教育・保育に従事し、その計画の立案、実施、記録及び家庭連絡等

の業務を行う。  

(4) 事務職員    

   事務職員は、会計及び庶務事務に従事する。  

(5) その他、必要に応じて職員を配置することとする。  

 

（特定教育・保育を提供する日）  

第 6 条 当園の特定教育・保育を提供する日は、月曜日から土曜日までとする。  

 

（特定教育・保育の休業日） 

第 7 条 当園は、次に掲げる事項に当てはまる場合は休業日とする。 

(1) 教育標準時間認定子どもに係る休業日  

 ア 土曜日・日曜日  

 イ 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日  

 ウ 春季休業 （３月２６日～４月５日）  

 エ 夏季休業 （７月２１日～８月３１日）  

 オ 冬季休業 （１２月２４日～１月７日）  

(2) 保育認定子どもに係る休業日  

 ア 日曜日 

 イ 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日  

 ウ 年始休日 （１月２日及び１月３日）  

 エ 年末休日 （１２月２９日～１２月３１日）  

２  当園は、特定教育・保育の提供を行う上で必要がある場合又はやむを得ない事情

があるときは、あらかじめ園児の保護者に情報提供を行い、前項に規定する休業

日に特定教育・保育を提供することがある。  

３  当園は、非常災害その他急迫の事情があるときは、特定教育・保育の提供を行わ

ないことがある。  

 

（特定教育・保育の提供を行う時間等）  

第８条 教育・保育の提供を行する時間は、次のとおりとする。  

（１）  教育標準時間は、午前 9 時 00 分から午後２時００分とする。なお、やむを得ない



3 

 

理由により教育時間後の保育を希望する場合には、午後４時３０分まで預かり保育

を実施する。  

（２）  保育標準時間認定に係る保育時間は、午前７時００分から午後 6 時００分の範囲   

内で園児の保護者が保育を必要とする時間とする。なお、上記以外の時間帯におい

てやむを得ない理由により保育が必要な場合は、午後７時００分までの範囲内で、

延長保育を提供する。  

（３）  保育短時間認定にかかる保育時間は、午前８時３０分から午後４時３０分の範囲

内で園児の保護者が保育を必要と時間とする。なお、上記以外の時間帯において、

やむを得ない理由により保育が必要な場合は、午前７時００分から午前８時３０分

まで及び午後４時３０分から午後６時００分までの範囲内で、短時間延長保育を提

供する。  

２ 当園の開所時間は、つぎのとおりとする。  

（１）  月曜日から金曜日  午前７時００分から午後７時００分  

（２）  土曜日      午前７時００分から午後 7 時００分  

 

（利用者負担額等の受領）  

第 9 条 園児の保護者は、松阪市が定める利用者負担額を当園に支払うものとする。  

2  当園は、教育・保育において提供される便宜にようする費用のうち、別表に掲げる

費用の支払いを園児の保護者から受けるものとする。   

3  当園は、前項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用にかかる領収証を当該費

用の額を支払った園児の保護者に対し交付するものとする。  

 

（利用定員）  

第 10 条 当園の利用定員は、子ども・子育て支援法（平成 24 年法律第 65 号）（以下、「法」

という。）第 19 条第 1 項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとに、次の

とおりとする。  

学年 ０歳

児 

１歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 計 

教 育 標 準 認 定

子ども  

 ―   ―    

 

― 5 3 2 10 

保育認定  

子ども  

6 20 24 25 27 28 130 

合計 6 20 24 30 30 30 140 

 

（利用申し込みに対する正当な理由のない提供拒否の禁止等） 

第 11 条 当園は、教育標準時間認定子どもの保護者から利用の申込みを受けたときは、正
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当な理由がなければ、これを拒まないものとする。  

2 利用申込みに係る教育標準時間認定子どもの数および現に利用している教育標準時間

認定子どもの数の総数が、前条に定める利用定員の総数を超える場合は、次に定める

優先順位により抽選対象者を決定し抽選にて入園児を決定する。  

（１）当法人の教育・保育に理解をしている  

（２）在園児優先  

（３）兄弟姉妹が当園に在園  

（４）当園に登降園に近い場所に住んでいる  

 

(利用開始、終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項 ) 

第 12 条 教育・保育の提供の開始に際しては、あらかじめ重要事項を記載した書面によ

り、園児の保護者とその内容を確認し、同意を得る。 

2  当園の園児が次のいずれかに該当するときは、特定教育・保育の提供を終了する

ものとする。  

 （１） 子ども・子育て支援法第１９条第１項第１号から第３号までの規定に該当しな

くなったとき。  

 （２） 園児の保護者から当園の利用に係る取消しの申出があったとき。  

 （３） 法人が当園の利用継続が不可能であると認めたとき。  

 （４） その他、利用継続において支障又は困難が生じたとき。  

 

（緊急時等の対応方法） 

第 13 条 本園の職員は、特定教育・保育の提供を行っている園児に体調の急変が生じた場

合その他必要な場合は、速やかに当該園児の保護者又は医療機関への連絡を行う

等の必要な措置を講ずるものとする。  

 

（非常災害対策）  

第 14 条 当園は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常

災害に対する具体的計画を立て、防火管理者を定め、非常災害時の関係機関への

通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するものとする。  

2  当園は、非常災害に備えるため、少なくとも毎月 1 回は避難、救出その他必要な

訓練を行うものとする。  

3  当園は、非常災害に備え、園児及び職員の一時的な滞在に必要な食料及び飲料水

を備蓄するよう努めるものとする。  

 

（防犯及び事故防止）  

第 15 条 当園は、園児の安全を確保するため、防犯及び事故防止に関し必要な措置を講ず
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るものとする。特に事故については以下の措置を講じる。  

（１）事故が発生した場合の対応、報告の方法等が記載された事故発生の防止のための  

指針を整備する  

 （２）事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実  

    が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備する。  

 （３）事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行う。 

 （４）特定教育・保育の提供により事故が発生した場合は、速やかに当該園児の家族等  

に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。  

 （５）事故の状況及び事故に際して採った処置について記録する。  

 （６）特定教育・保育の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、加入している保

険範囲内での損害賠償を速やかに行う。 

 

（虐待の防止のための措置に関する事項）  

第 16 条 当園は、園児の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体

制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう

努めるものとする。  

 

（苦情解決）  

第 1７条 当園は、その提供した特定教育・保育に関する園児又は園児の保護者その他の

当該園児の家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、以下の必要な措置

を講ずるものとする。  

（１）苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講ずる。  

 （２）苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録する。  

 （３）提供した特定教育、・保育に関して園児等からの苦情に関して市からの求めがあっ

た場合は、市が行う調査に協力するとともに市から指導又は助言を受けたときは、

当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。  

（４）登園は、改善を行ったときはその内容を延滞なく市に報告する。  

 

 （秘密保持）  

第１８条 当園の職員及び職員であった者は、その業務上知り得た園児又はその家族の秘

密を漏らしてはならない。  

 

 （情報提供）  

第１９条 当園は、小学校、他の特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を

行う者その他の機関に対して、園児に関する情報を提供する際には、園児の保

護者の同意を得るものとする。ただし、特段の理由がある場合又は別に定めの
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ある場合は除く。  

 

（記録の整備）  

第 20 条 当園は、園児に対する特定教育・保育の提供に関する次の各号に掲げる記録を整

備する。  

(1) 特定 教育・保育の提供に当たっての計画  

(2) 提供した特定教育・保育にかかる必要な事項の提供の記録  

(3) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準（平成 26 年内閣府

令第 39 号）第 19 条に規定する市町村への通知にかかる記録  

(4) 園児の保護者等からの苦情の内容等の記録  

(5) 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録  

 

（その他運営に関する重要事項）  

第 21 条 本園は、その事業の運営に当たっては、松阪市暴力団排除条例（平成 23 年３月

１７日条例第 2 号）第 2 条第 1 号に規定する暴力団を利することとならないよう

にするものとする。  

 

 （改正等）  

第２２条 この規定を改正、廃止するときには、社会福祉法人清翠会の理事会の議決を経

るものとする。  

 

附 則 

この規程は、令和 8 年 4 月 1 日から施行する。  
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【別 表】 

１ 特定教育・保育の提供に要する実費に係る利用者負担  

項目 内容、負担を求める理由及び目的  金額 

1 号 2 号認定子どもに係る

副食費 

食事の提供に要する費用 月額 4,800 円 

1 号 2 号認定子どもに係

る 

主食費 

食事の提供に要する費用 月額 1,000 円 

写真代 日々の保育、行事等インターネット

販売にて各自購入  

実費 

新年度用品   当園で使用する消耗品 実費 

災害共済制度加入に係る保

護者負担  

「独立行政法人日本スポーツ振興センタ

ー災害救済制度」加入に要する保護者負担  

年 額  3 0 0 円 

要保護者 40 円 

 

 

2  預かり保育に係る利用者負担  

項目  内容、負担を求める理由及び目的     金額 

保育料 １号認定預かり保育に係る費用  

14：00～16：３０ 

10,000 円/月額 

（日額 500 円） 

おやつ代  おやつの提供に要する費用  2,000 円/月額 

 （日額 100 円） 

保育料 長期休業日に係る保育料（月額）  500 円 

食事代 長期休業日に係る給食費（1 食） 300 円 

おやつ代  長期休業日に係るおやつ代（ 1 食）  100 円 

 

３延長保育に係る利用者負担  

項目  金額 

保育標準時間利用の子どもの延長保育に係

る利用者負担  

月額   5,000 円 （1 人目） 

月額   3,000 円 （2 人目以降）  

日額   1,000 円 （緊急時のみ）  

保育短時間利用の子どもに延長保育に係る

利用者負担  

1 回    100 円 

7 時～8 時 30 分 16 時 30 分～18 時 
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保育所

定　員 130人 3学級 ）

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 計

１号認定 5人 3人 2人 10人

２号・３号認定 6人 21人 21人 24人 24人 24人 120人

学級数 1学級 1学級 1学級 3学級

13人

（小数点以下四捨五
入）

園長：１人　主幹保育教諭：２人

保育教諭：22人（常勤12人、非常勤10人）

調理員：２人　事務職員：１人　嘱託医：２人

4,465.82 ㎡

1,050.00 ㎡ 349.80 ㎡）

574.77 ㎡）

室数 可否

3 192.67 ㎡ 97.35 ㎡ 適

4 242.40 ㎡

1 207.60 ㎡

５．設置者 社会福祉法人清翠会

幼保連携型認定こども園　設置認可申請調書

区　　分 内　　　　　容

１．名称 わかすぎ第二こども園

２．位置 松阪市立野町518番地

３．開設時期 令和８年４月１日

４．新設／移行 移行 わかすぎ第二保育園

６．園長予定者

氏　　　　名 坪内　弘明

教育・保育従事歴 37年 保有資格

備　　　　考

昭和57年～　明和町立明星小学校
平成28年～　松阪市立第二小学校　校長
平成31年～　松阪市立揥水幼稚園、松阪市立大石幼稚園
令和６年～　わかすぎ保育園　副園長
令和７年～　わかすぎ第二保育園　園長

2.1 人

８．職員構成

９．敷地・園庭
敷地面積 （地上権設定50年）

園庭面積 （基準面積

７．定員及び学級

（学級数

必要配置数 2.0 人 7.0 人 1.9 人

その他設備：職員室、保健室、調理室、便所、手洗用設備、非常警報設備等

１０．施設・設備

園舎面積 1,340.92 ㎡
（基準面積

（構造：鉄骨造　１階建）

必要設備 面積 基準面積

乳児室・ほふく室

保育室
209.88 ㎡ 適

遊戯室

備　考
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開園日数 年間２９３日

開園時間 ７時００分～１９時００分

教育時間 ９時００分～１４時００分（月曜日～金曜日）

保育時間 ７時００分～１９時００分（月曜日～金曜日）

７時００分～１９時００分（土曜日）

休園日 日・祝日・年末年始（１２月２９日～１月３日）

　 （１号認定子どもは、上記に加え下記期間も休業）

土曜日

４月１日～４月５日、７月２１日～８月３１日、１２月２４日～１月７日

３月２６日～３月３１日

１２．教育及び
　保育の目標等の
　主な内容

○教育及び保育の目標及び理念

【教育及び保育の目標】
　本園では、入園から卒園までに以下の力を育むことを目標とします。
　１．生活のルールを理解して守る。
　　　健康、安全で幸福な生活のために必要な基本的な習慣を養い、集団生活を通じて、自主・
　　自律及び協同の規範意識の芽生えを養う。
　２．やさしさ思いやりを持ち、人とうまく関わっていく力
　　集団生活を通じて、家族や身近な人への信頼感を深める。
　３．身近な環境に親しみを持ち、集中して取り組む。
　　　身近な社会生活に興味関心を持ち、喜んで参加する態度を養い、遊びの中で数字や図形、
　　文字などに親しむ体験を重ね、思考力の芽生えを養う。
　４．人の話をよく聞く力
　　　日常会話や、絵本の読み聞かせ、童話等に親しむことを通じて、言葉の使い方を正しく導く
　　とともに、相手の話をよく聴く、理解する、共感しようとする態度を養う。
　５．豊な感性を育てる。
　　　音楽、身体による表現、造形及び自然等に親しむことを通じて、豊かな感性と表現力の
　　芽生えを養う。
【教育及び保育の理念】
本園は、児童福祉法および子ども基本法に基づき、すべてのこどもが安全で安心して過ごせる

「生活と学びの場」を保障します。
子どもは授かった大切な宝であり、保護者と同じ心でその育ちをやさしく見守り、ぬくもりと愛

情に満ちた保育を実践します。
保育教諭は、専門性を発揮し、子どもの人間形成の根っことなる大切な時期に寄り添い、一人ひ

とりの育ちを丁寧に支えます。
幼児教育と保育を一体的に実践することで、子どもたちの「生きる力」の基礎を育み、乳幼児期

から小学校以降の学びへとつながる育ちの連続性を保障します。

○教育及び保育のねらい及び内容の概要

　本園は、子ども一人ひとりの発達や育ちに応じた教育・保育を行う。
乳児期には育児担当保育を行い、安定した関係性の中で情緒の安定と基本的な生活習慣の形成を

支え、安心して過ごせる環境を整える。
幼児期には、異年齢保育を取り入れ、子ども同士の関りの中で、思いやり・憧れ・協力の心を育

む。年長児が年少児を思いやる姿や、年少児が年長児に憧れる姿を通じて、社会性と自立心を育て
る。
教育的視点として、遊びや生活の中に「学びの芽」を育てる活動を展開し、小学校における教育

との円滑な接続を意識した教育・保育を取り組む。

幼保連携型認定こども園　設置認可申請調書

区　　分 内　　　　　容

１１．開園日数、
　教育週数、教育
　及び保育の時間



【資料２】

【内容】

【工夫した点】

【対象】

【職員の状況】

【利用料】

【その他】

幼保連携型認定こども園　設置認可申請調書

区　　分 内　　　　　容

１３．子育て支援
　の状況

・園庭開放　５日／週
・行事（月１回程度）
・子育て相談
・身体測定、離乳食相談　１回／月

・行事等は、毎月発行の情報誌で知らせる。
・参加された保護者の方にこちらから積極的に言葉をかけ、話しやすい雰囲気を
　作る。

・就学前の親子
・未就園児の親子

・子育て経験のある保育教諭
・離乳食相談には栄養士が担当

なし

（こどもセンターわかすぎ第二）
施設・園庭開放　５日／週　　未就園児対象　　担当職員常勤
子育て相談（面接・電話）／随時　　子育て情報誌発行　毎月
講演会実施　３回／年　　センター行事　毎月
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社会福祉法人清翠会 わかすぎ第二こども園園則兼運営規程 

 

（施設の目的）  

第1条  社会福祉法人清翠会が設置するわかすぎ第二こども園（以下、「当園」という。）

が幼保連携型認定こども園として行う特定教育・保育の適切な運営を確保するた

めに人員及び管理運営に関する事項を定め、当園を利用する小学校就学前の子ど

も（以下「園児」という）に対し、適正な特定教育・保育を提供することを目的

とする。  

 

（施設の運営方針）  

第 2 条 当園は、良質な水準かつ適切な内容の特定教育・保育の提供を行うことにより、

全ての子どもが健やかに成長するための環境が等しく確保されることを目指す。 

2  特定教育・保育の提供に当たっては、園児の最善の利益を考慮し、園児の意思及

び人権を尊重し、生活するにふさわしい場を提供するように努める。  

3  当園は、家庭及び地域との結び付きを重視した運営を行い、小学校、他の特定教

育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う者、他の児童福祉施設その

他の学校又は保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者との密接な

連携に努める。  

 

（施設の名称及び所在地） 

第 3 条 当園の名称及び所在地は、次のとおりとする。  

(1) 名称   わかすぎ第二こども園 

(2) 所在地  三重県松阪市立野町５１８番地 

 

（提供する特定教育・保育の内容）  

第 4 条 当園は、就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法

律（平成１８年法律第７７号）及び子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５

号）その他関係法令等を遵守し、幼保連携型認定こども園教育・保育要領（平成２

９年内閣府、文部科学省、厚生労働省告示第１号）に基づき、園児の心身の状況等

に応じて、特定教育・保育を提供する。  

 

（職員の職種、員数及び職務の内容）  

第 5 条 当園が特定教育・保育を提供するにあたり配置する職員の職種、員数及び職務の

内容は次のとおりとする。ただし、員数は入園人数により変動することがある。 

(1) 園長  1 名（常勤職員）  

園長は、教育・保育の質の向上を図り、職員の資質の向上に取り組むとともに、
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職員の管理及び業務の管理を行う。  

   (2)主幹保育教諭 2 名 （常勤職員） 

    主幹保育教諭は、園長を補佐し、命を受けて園務を整理し、教育・保育の提供に

係る計画の立案や地域の子育て支援活動及び教育・保育の内容について他の職員

との連携が円滑にいくように業務を行う。  

 (3) 保育教諭  

    保育教諭は、教育・保育に従事し、その計画の立案、実施、記録及び家庭連絡等

の業務を行う。  

(4) 事務職員    

   事務職員は、会計及び庶務事務に従事する。  

(5) その他、必要に応じて職員を配置することとする。  

 

（特定教育・保育を提供する日）  

第 6 条 当園の特定教育・保育を提供する日は、月曜日から土曜日までとする。  

 

（特定教育・保育の休業日） 

第 7 条 当園は、次に掲げる事項に当てはまる場合は休業日とする。 

(1) 教育標準時間認定子どもに係る休業日  

 ア 土曜日・日曜日  

 イ 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日  

 ウ 春季休業 （３月２６日～４月５日）  

 エ 夏季休業 （７月２１日～８月３１日）  

 オ 冬季休業 （１２月２４日～１月７日）  

(2) 保育認定子どもに係る休業日  

 ア 日曜日 

 イ 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日  

 ウ 年始休日 （１月２日及び１月３日）  

 エ 年末休日 （１２月２９日～１２月３１日）  

２  当園は、特定教育・保育の提供を行う上で必要がある場合又はやむを得ない事情

があるときは、あらかじめ園児の保護者に情報提供を行い、前項に規定する休業

日に特定教育・保育を提供することがある。  

３  当園は、非常災害その他急迫の事情があるときは、特定教育・保育の提供を行わ

ないことがある。  

 

（特定教育・保育の提供を行う時間等）  

第８条 教育・保育の提供を行する時間は、次のとおりとする。  
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（１）  教育標準時間は、午前 9 時 00 分から午後２時００分とする。なお、やむを得ない

理由により教育時間後の保育を希望する場合には、午後４時３０分まで預かり保育

を実施する。  

（２）  保育標準時間認定に係る保育時間は、午前７時００分から午後 6 時００分の範囲   

内で園児の保護者が保育を必要とする時間とする。なお、上記以外の時間帯におい

てやむを得ない理由により保育が必要な場合は、午後７時００分までの範囲内で、

延長保育を提供する。  

（３）  保育短時間認定にかかる保育時間は、午前８時３０分から午後４時３０分の範囲

内で園児の保護者が保育を必要と時間とする。なお、上記以外の時間帯において、

やむを得ない理由により保育が必要な場合は、午前７時００分から午前８時３０分

まで及び午後４時３０分から午後６時００分までの範囲内で、短時間延長保育を提

供する。  

２ 当園の開所時間は、つぎのとおりとする。  

（１）  月曜日から金曜日  午前７時００分から午後７時００分  

（２）  土曜日      午前７時００分から午後 7 時００分  

 

（利用者負担額等の受領）  

第 9 条 園児の保護者は、松阪市が定める利用者負担額を当園に支払うものとする。  

2  当園は、教育・保育において提供される便宜にようする費用のうち、別表に掲げる

費用の支払いを園児の保護者から受けるものとする。   

3  当園は、前項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用にかかる領収証を当該費

用の額を支払った園児の保護者に対し交付するものとする。  

 

（利用定員）  

第 10 条 当園の利用定員は、子ども・子育て支援法（平成 24 年法律第 65 号）（以下、「法」

という。）第 19 条第 1 項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとに、次の

とおりとする。  

学年 ０歳

児 

１歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 計 

教 育 標 準 認 定

子ども  

 ―   ―    

 

― 5 3 2 10 

保育認定  

子ども  

6 18 24 24 24 24 120 

合計 6 18 24 29 27 26 130 

 

（利用申し込みに対する正当な理由のない提供拒否の禁止等） 
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第 11 条 当園は、教育標準時間認定子どもの保護者から利用の申込みを受けたときは、正

当な理由がなければ、これを拒まないものとする。  

2 利用申込みに係る教育標準時間認定子どもの数および現に利用している教育標準時間

認定子どもの数の総数が、前条に定める利用定員の総数を超える場合は、次に定める

優先順位により抽選対象者を決定し抽選にて入園児を決定する。  

（１）当法人の教育・保育に理解をしている  

（２）在園児優先  

（３）兄弟姉妹が当園に在園  

（４）当園に登降園に近い場所に住んでいる  

 

(利用開始、終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項 ) 

第 12 条 教育・保育の提供の開始に際しては、あらかじめ重要事項を記載した書面によ

り、園児の保護者とその内容を確認し、同意を得る。 

2  当園の園児が次のいずれかに該当するときは、特定教育・保育の提供を終了する

ものとする。  

 （１） 子ども・子育て支援法第１９条第１項第１号から第３号までの規定に該当しな

くなったとき。  

 （２） 園児の保護者から当園の利用に係る取消しの申出があったとき。  

 （３） 法人が当園の利用継続が不可能であると認めたとき。  

 （４） その他、利用継続において支障又は困難が生じたとき。  

 

（緊急時等の対応方法） 

第 13 条 本園の職員は、特定教育・保育の提供を行っている園児に体調の急変が生じた場

合その他必要な場合は、速やかに当該園児の保護者又は医療機関への連絡を行う

等の必要な措置を講ずるものとする。  

 

（非常災害対策）  

第 14 条 当園は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常

災害に対する具体的計画を立て、防火管理者を定め、非常災害時の関係機関への

通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するものとする。  

2  当園は、非常災害に備えるため、少なくとも毎月 1 回は避難、救出その他必要な

訓練を行うものとする。  

3  当園は、非常災害に備え、園児及び職員の一時的な滞在に必要な食料及び飲料水

を備蓄するよう努めるものとする。  

 

（防犯及び事故防止）  
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第 15 条 当園は、園児の安全を確保するため、防犯及び事故防止に関し必要な措置を講ず

るものとする。特に事故については以下の措置を講じる。  

（１）事故が発生した場合の対応、報告の方法等が記載された事故発生の防止のための  

指針を整備する  

 （２）事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実  

    が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備する。  

 （３）事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行う。 

 （４）特定教育・保育の提供により事故が発生した場合は、速やかに当該園児の家族等  

に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。  

 （５）事故の状況及び事故に際して採った処置について記録する。  

 （６）特定教育・保育の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、加入している保

険範囲内での損害賠償を速やかに行う。 

 

（虐待の防止のための措置に関する事項）  

第 16 条 当園は、園児の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体

制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう

努めるものとする。  

 

（苦情解決）  

第 1７条 当園は、その提供した特定教育・保育に関する園児又は園児の保護者その他の

当該園児の家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、以下の必要な措置

を講ずるものとする。  

（１）苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講ずる。  

 （２）苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録する。  

 （３）提供した特定教育、・保育に関して園児等からの苦情に関して市からの求めがあっ

た場合は、市が行う調査に協力するとともに市から指導又は助言を受けたときは、

当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。  

（４）登園は、改善を行ったときはその内容を延滞なく市に報告する。  

 

 （秘密保持）  

第１８条 当園の職員及び職員であった者は、その業務上知り得た園児又はその家族の秘

密を漏らしてはならない。  

 

 （情報提供）  

第１９条 当園は、小学校、他の特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を

行う者その他の機関に対して、園児に関する情報を提供する際には、園児の保
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護者の同意を得るものとする。ただし、特段の理由がある場合又は別に定めの

ある場合は除く。  

 

（記録の整備）  

第 20 条 当園は、園児に対する特定教育・保育の提供に関する次の各号に掲げる記録を整

備する。  

(1) 特定 教育・保育の提供に当たっての計画  

(2) 提供した特定教育・保育にかかる必要な事項の提供の記録  

(3) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準（平成 26 年内閣府

令第 39 号）第 19 条に規定する市町村への通知にかかる記録  

(4) 園児の保護者等からの苦情の内容等の記録  

(5) 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録  

 

（その他運営に関する重要事項）  

第 21 条 本園は、その事業の運営に当たっては、松阪市暴力団排除条例（平成 23 年３月

１７日条例第 2 号）第 2 条第 1 号に規定する暴力団を利することとならないよう

にするものとする。  

 

 （改正等）  

第２２条 この規定を改正、廃止するときには、社会福祉法人清翠会の理事会の議決を経

るものとする。  

 

附 則 

この規程は、令和 8 年 4 月 1 日から施行する。  
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【別 表】 

１ 特定教育・保育の提供に要する実費に係る利用者負担  

項目 内容、負担を求める理由及び目的  金額 

1 号 2 号認定子どもに係る

副食費 

食事の提供に要する費用 月額 4,800 円 

1 号 2 号認定子どもに係 

る主食費 

食事の提供に要する費用 月額 1,000 円 

写真代 日々の保育、行事等インターネット

販売にて各自購入  

実費 

新年度用品   当園で使用する消耗品 実費 

災害共済制度加入に係る保

護者負担  

「独立行政法人日本スポーツ振興センタ

ー災害救済制度」加入に要する保護者負担  

年 額  3 0 0 円 

要保護者 40 円 

 

 

2  預かり保育に係る利用者負担  

項目  内容、負担を求める理由及び目的     金額 

保育料 １号認定預かり保育に係る費用  

14：00～16：３０ 

10,000 円/月額 

（日額 500 円） 

おやつ代  おやつの提供に要する費用  2,000 円/月額 

 （日額 100 円） 

保育料 長期休業日に係る保育料（月額）  500 円 

食事代 長期休業日に係る給食費（1 食） 300 円 

おやつ代  長期休業日に係るおやつ代（ 1 食）  100 円 

 

３延長保育に係る利用者負担  

項目  金額 

保育標準時間利用の子どもの延長保育に係

る利用者負担  

月額   5,000 円 （1 人目） 

月額   3,000 円 （2 人目以降）  

日額   1,000 円 （緊急時のみ）  

保育短時間利用の子どもに延長保育に係る

利用者負担  

1 回    100 円 

7 時～8 時 30 分 16 時 30 分～18 時 

 

 

 















【資料２】

保育所

定　員 120人 3学級 ）

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 計

１号認定 5人 3人 2人 10人

２号・３号認定 9人 15人 24人 19人 20人 23人 110人

学級数 1学級 1学級 1学級 3学級

13人

（小数点以下四捨五
入）

園長：１人　主幹保育教諭：２人

保育教諭：21人（常勤13人、非常勤８人）

調理員：２人　事務職員：１人　嘱託医：２人

3,948.00 ㎡

1,003.37 ㎡ 396.00 ㎡）

924.90 ㎡）

室数 可否

2 198.00 ㎡ 148.50 ㎡ 適

5 286.28 ㎡

1 150.78 ㎡

５．設置者 社会福祉法人清翠会

幼保連携型認定こども園　設置認可申請調書

区　　分 内　　　　　容

１．名称 わかすぎ第三こども園

２．位置 松阪市甚目町653番地1

３．開設時期 令和８年４月１日

４．新設／移行 移行 わかすぎ第三保育園

６．園長予定者

氏　　　　名 岡村　悦子

教育・保育従事歴 12年 保有資格
保育士

幼稚園教諭２種免許

備　　　　考

平成９年～　わかすぎ保育園
平成17年～　わかすぎ・すぎのここどもクラブ
平成27年～　わかすぎ保育園
平成28年～　鈴鹿わかすぎこどもクラブ
令和４年～　わかすぎ第三保育園　園長

1.9 人

８．職員構成

９．敷地・園庭
敷地面積 （賃借権30年、地上権設定30年）

園庭面積 （基準面積

７．定員及び学級

（学級数

必要配置数 3.0 人 6.5 人 1.6 人

その他設備：職員室、保健室、調理室、便所、手洗用設備、非常警報設備等

１０．施設・設備

園舎面積 1,482.69 ㎡
（基準面積

（構造：鉄骨造　２階建）

必要設備 面積 基準面積

乳児室・ほふく室

保育室
234.60 ㎡ 適

遊戯室

備　考



【資料２】

開園日数 年間２９３日

開園時間 ７時００分～１９時００分

教育時間 ９時００分～１４時００分（月曜日～金曜日）

保育時間 ７時００分～１９時００分（月曜日～金曜日）

７時００分～１９時００分（土曜日）

休園日 日・祝日・年末年始（１２月２９日～１月３日）

　 （１号認定子どもは、上記に加え下記期間も休業）

土曜日

４月１日～４月５日、７月２１日～８月３１日、１２月２４日～１月７日

３月２６日～３月３１日

１２．教育及び
　保育の目標等の
　主な内容

○教育及び保育の目標及び理念

【教育及び保育の目標】
　本園では、入園から卒園までに以下の力を育むことを目標とします。
　１．生活のルールを理解して守る。
　　　健康、安全で幸福な生活のために必要な基本的な習慣を養い、集団生活を通じて、自主・
　　自律及び協同の規範意識の芽生えを養う。
　２．やさしさ思いやりを持ち、人とうまく関わっていく力
　　集団生活を通じて、家族や身近な人への信頼感を深める。
　３．身近な環境に親しみを持ち、集中して取り組む。
　　　身近な社会生活に興味関心を持ち、喜んで参加する態度を養い、遊びの中で数字や図形、
　　文字などに親しむ体験を重ね、思考力の芽生えを養う。
　４．人の話をよく聞く力
　　　日常会話や、絵本の読み聞かせ、童話等に親しむことを通じて、言葉の使い方を正しく導く
　　とともに、相手の話をよく聴く、理解する、共感しようとする態度を養う。
　５．豊な感性を育てる。
　　　音楽、身体による表現、造形及び自然等に親しむことを通じて、豊かな感性と表現力の
　　芽生えを養う。
【教育及び保育の理念】
本園は、児童福祉法および子ども基本法に基づき、すべてのこどもが安全で安心して過ごせる

「生活と学びの場」を保障します。
子どもは授かった大切な宝であり、保護者と同じ心でその育ちをやさしく見守り、ぬくもりと愛

情に満ちた保育を実践します。
保育教諭は、専門性を発揮し、子どもの人間形成の根っことなる大切な時期に寄り添い、一人ひ

とりの育ちを丁寧に支えます。
幼児教育と保育を一体的に実践することで、子どもたちの「生きる力」の基礎を育み、乳幼児期

から小学校以降の学びへとつながる育ちの連続性を保障します。

○教育及び保育のねらい及び内容の概要

　本園は、子ども一人ひとりの発達や育ちに応じた教育・保育を行う。
乳児期には育児担当保育を行い、安定した関係性の中で情緒の安定と基本的な生活習慣の形成を

支え、安心して過ごせる環境を整える。
幼児期には、異年齢保育を取り入れ、子ども同士の関りの中で、思いやり・憧れ・協力の心を育

む。年長児が年少児を思いやる姿や、年少児が年長児に憧れる姿を通じて、社会性と自立心を育て
る。
教育的視点として、遊びや生活の中に「学びの芽」を育てる活動を展開し、小学校における教育

との円滑な接続を意識した教育・保育を取り組む。

幼保連携型認定こども園　設置認可申請調書

区　　分 内　　　　　容

１１．開園日数、
　教育週数、教育
　及び保育の時間



【資料２】

【内容】

【工夫した点】

【対象】

【職員の状況】

【利用料】

【その他】

幼保連携型認定こども園　設置認可申請調書

区　　分 内　　　　　容

１３．子育て支援
　の状況

・園庭開放　５日／週
・行事（月１回程度）
・子育て相談
・身体測定、離乳食相談　１回／月

・行事等は、毎月発行の情報誌で知らせる。
・参加された保護者の方にこちらから積極的に言葉をかけ、話しやすい雰囲気を
　作る。

・就学前の親子
・未就園児の親子

・子育て経験のある保育教諭
・離乳食相談には栄養士が担当

なし

（こどもセンターわかすぎ第三）
施設・園庭開放　５日／週　　未就園児対象　　担当職員常勤
子育て相談（面接・電話）／随時　　子育て情報誌発行　毎月
講演会実施　３回／年　　センター行事　毎月
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社会福祉法人清翠会 わかすぎ第三こども園園則兼運営規程 

 

（施設の目的）  

第1条  社会福祉法人清翠会が設置するわかすぎ第三こども園（以下、「当園」という。）

が幼保連携型認定こども園として行う特定教育・保育の適切な運営を確保するた

めに人員及び管理運営に関する事項を定め、当園を利用する小学校就学前の子ど

も（以下「園児」という）に対し、適正な特定教育・保育を提供することを目的

とする。  

 

（施設の運営方針）  

第 2 条 当園は、良質な水準かつ適切な内容の特定教育・保育の提供を行うことにより、

全ての子どもが健やかに成長するための環境が等しく確保されることを目指す。 

2  特定教育・保育の提供に当たっては、園児の最善の利益を考慮し、園児の意思及

び人権を尊重し、生活するにふさわしい場を提供するように努める。  

3  当園は、家庭及び地域との結び付きを重視した運営を行い、小学校、他の特定教

育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う者、他の児童福祉施設その

他の学校又は保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者との密接な

連携に努める。  

 

（施設の名称及び所在地） 

第 3 条 当園の名称及び所在地は、次のとおりとする。  

(1) 名称   わかすぎ第三こども園 

(2) 所在地  三重県松阪市甚目町 653 番地１ 

 

（提供する特定教育・保育の内容）  

第 4 条 当園は、就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法

律（平成１８年法律第７７号）及び子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５

号）その他関係法令等を遵守し、幼保連携型認定こども園教育・保育要領（平成２

９年内閣府、文部科学省、厚生労働省告示第１号）に基づき、園児の心身の状況等

に応じて、特定教育・保育を提供する。  

 

（職員の職種、員数及び職務の内容）  

第 5 条 当園が特定教育・保育を提供するにあたり配置する職員の職種、員数及び職務の

内容は次のとおりとする。ただし、員数は入園人数により変動することがある。 

(1) 園長  1 名（常勤職員）  

園長は、教育・保育の質の向上を図り、職員の資質の向上に取り組むとともに、
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職員の管理及び業務の管理を行う。  

   (2)主幹保育教諭 2 名 （常勤職員） 

    主幹保育教諭は、園長を補佐し、命を受けて園務を整理し、教育・保育の提供に

係る計画の立案や地域の子育て支援活動及び教育・保育の内容について他の職員

との連携が円滑にいくように業務を行う。  

 (3) 保育教諭  

    保育教諭は、教育・保育に従事し、その計画の立案、実施、記録及び家庭連絡等

の業務を行う。  

(4) 事務職員    

   事務職員は、会計及び庶務事務に従事する。  

(5) その他、必要に応じて職員を配置することとする。  

 

（特定教育・保育を提供する日）  

第 6 条 当園の特定教育・保育を提供する日は、月曜日から土曜日までとする。  

 

（特定教育・保育の休業日） 

第 7 条 当園は、次に掲げる事項に当てはまる場合は休業日とする。 

(1) 教育標準時間認定子どもに係る休業日  

 ア 土曜日・日曜日  

 イ 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日  

 ウ 春季休業 （３月２６日～４月５日）  

 エ 夏季休業 （７月２１日～８月３１日）  

 オ 冬季休業 （１２月２４日～１月７日）  

(2) 保育認定子どもに係る休業日  

 ア 日曜日 

 イ 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日  

 ウ 年始休日 （１月２日及び１月３日）  

 エ 年末休日 （１２月２９日～１２月３１日）  

２  当園は、特定教育・保育の提供を行う上で必要がある場合又はやむを得ない事情

があるときは、あらかじめ園児の保護者に情報提供を行い、前項に規定する休業

日に特定教育・保育を提供することがある。  

３  当園は、非常災害その他急迫の事情があるときは、特定教育・保育の提供を行わ

ないことがある。  

 

（特定教育・保育の提供を行う時間等）  

第８条 教育・保育の提供を行する時間は、次のとおりとする。  
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（１）  教育標準時間は、午前 9 時 00 分から午後２時００分とする。なお、やむを得ない

理由により教育時間後の保育を希望する場合には、午後４時３０分まで預かり保育

を実施する。  

（２）  保育標準時間認定に係る保育時間は、午前７時００分から午後 6 時００分の範囲   

内で園児の保護者が保育を必要とする時間とする。なお、上記以外の時間帯におい

てやむを得ない理由により保育が必要な場合は、午後７時００分までの範囲内で、

延長保育を提供する。  

（３）  保育短時間認定にかかる保育時間は、午前８時３０分から午後４時３０分の範囲

内で園児の保護者が保育を必要と時間とする。なお、上記以外の時間帯において、

やむを得ない理由により保育が必要な場合は、午前７時００分から午前８時３０分

まで及び午後４時３０分から午後６時００分までの範囲内で、短時間延長保育を提

供する。  

２ 当園の開所時間は、つぎのとおりとする。  

（１）  月曜日から金曜日  午前７時００分から午後７時００分  

（２）  土曜日      午前７時００分から午後 7 時００分  

 

（利用者負担額等の受領）  

第 9 条 園児の保護者は、松阪市が定める利用者負担額を当園に支払うものとする。  

2  当園は、教育・保育において提供される便宜にようする費用のうち、別表に掲げる

費用の支払いを園児の保護者から受けるものとする。   

3  当園は、前項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用にかかる領収証を当該費

用の額を支払った園児の保護者に対し交付するものとする。  

 

（利用定員）  

第 10 条 当園の利用定員は、子ども・子育て支援法（平成 24 年法律第 65 号）（以下、「法」

という。）第 19 条第 1 項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとに、次の

とおりとする。  

学年 ０歳

児 

１歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 計 

教 育 標 準 認 定

子ども  

 ―   ―    

 

― 5 3 2 10 

保育認定  

子ども  

9 15 24 19 

 

20 

 

23 

 

110 

合計 9 15 24 24 23 25 120 

 

（利用申し込みに対する正当な理由のない提供拒否の禁止等） 
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第 11 条 当園は、教育標準時間認定子どもの保護者から利用の申込みを受けたときは、正

当な理由がなければ、これを拒まないものとする。  

2 利用申込みに係る教育標準時間認定子どもの数および現に利用している教育標準時間

認定子どもの数の総数が、前条に定める利用定員の総数を超える場合は、次に定める

優先順位により抽選対象者を決定し抽選にて入園児を決定する。  

（１）当法人の教育・保育に理解をしている  

（２）在園児優先  

（３）兄弟姉妹が当園に在園  

（４）当園に登降園に近い場所に住んでいる  

 

(利用開始、終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項 ) 

第 12 条 教育・保育の提供の開始に際しては、あらかじめ重要事項を記載した書面によ

り、園児の保護者とその内容を確認し、同意を得る。 

2  当園の園児が次のいずれかに該当するときは、特定教育・保育の提供を終了する

ものとする。  

 （１） 子ども・子育て支援法第１９条第１項第１号から第３号までの規定に該当しな

くなったとき。  

 （２） 園児の保護者から当園の利用に係る取消しの申出があったとき。  

 （３） 法人が当園の利用継続が不可能であると認めたとき。  

 （４） その他、利用継続において支障又は困難が生じたとき。  

 

（緊急時等の対応方法） 

第 13 条 本園の職員は、特定教育・保育の提供を行っている園児に体調の急変が生じた場

合その他必要な場合は、速やかに当該園児の保護者又は医療機関への連絡を行う

等の必要な措置を講ずるものとする。  

 

（非常災害対策）  

第 14 条 当園は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常

災害に対する具体的計画を立て、防火管理者を定め、非常災害時の関係機関への

通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するものとする。  

2  当園は、非常災害に備えるため、少なくとも毎月 1 回は避難、救出その他必要な

訓練を行うものとする。  

3  当園は、非常災害に備え、園児及び職員の一時的な滞在に必要な食料及び飲料水

を備蓄するよう努めるものとする。  

 

（防犯及び事故防止）  
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第 15 条 当園は、園児の安全を確保するため、防犯及び事故防止に関し必要な措置を講ず

るものとする。特に事故については以下の措置を講じる。  

（１）事故が発生した場合の対応、報告の方法等が記載された事故発生の防止のための  

指針を整備する  

 （２）事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実  

    が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備する。  

 （３）事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行う。 

 （４）特定教育・保育の提供により事故が発生した場合は、速やかに当該園児の家族等  

に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。  

 （５）事故の状況及び事故に際して採った処置について記録する。  

 （６）特定教育・保育の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、加入している保

険範囲内での損害賠償を速やかに行う。 

 

（虐待の防止のための措置に関する事項）  

第 16 条 当園は、園児の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体

制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう

努めるものとする。  

 

（苦情解決）  

第 1７条 当園は、その提供した特定教育・保育に関する園児又は園児の保護者その他の

当該園児の家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、以下の必要な措置

を講ずるものとする。  

（１）苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講ずる。  

 （２）苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録する。  

 （３）提供した特定教育、・保育に関して園児等からの苦情に関して市からの求めがあっ

た場合は、市が行う調査に協力するとともに市から指導又は助言を受けたときは、

当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。  

（４）登園は、改善を行ったときはその内容を延滞なく市に報告する。  

 

 （秘密保持）  

第１８条 当園の職員及び職員であった者は、その業務上知り得た園児又はその家族の秘

密を漏らしてはならない。  

 

 （情報提供）  

第１９条 当園は、小学校、他の特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を

行う者その他の機関に対して、園児に関する情報を提供する際には、園児の保
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護者の同意を得るものとする。ただし、特段の理由がある場合又は別に定めの

ある場合は除く。  

 

（記録の整備）  

第 20 条 当園は、園児に対する特定教育・保育の提供に関する次の各号に掲げる記録を整

備する。  

(1) 特定 教育・保育の提供に当たっての計画  

(2) 提供した特定教育・保育にかかる必要な事項の提供の記録  

(3) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準（平成 26 年内閣府

令第 39 号）第 19 条に規定する市町村への通知にかかる記録  

(4) 園児の保護者等からの苦情の内容等の記録  

(5) 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録  

 

（その他運営に関する重要事項）  

第 21 条 本園は、その事業の運営に当たっては、松阪市暴力団排除条例（平成 23 年３月

１７日条例第 2 号）第 2 条第 1 号に規定する暴力団を利することとならないよう

にするものとする。  

 

 （改正等）  

第２２条 この規定を改正、廃止するときには、社会福祉法人清翠会の理事会の議決を経

るものとする。  

 

附 則 

この規程は、令和 8 年 4 月 1 日から施行する。  
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【別 表】 

１ 特定教育・保育の提供に要する実費に係る利用者負担  

項目 内容、負担を求める理由及び目的  金額 

1 号 2 号認定子どもに係る

副食費 

食事の提供に要する費用 月額 4,800 円 

1 号 2 号認定子どもに係

る 

主食費 

食事の提供に要する費用 月額 1,000 円 

写真代 日々の保育、行事等インターネット

販売にて各自購入  

実費 

新年度用品   当園で使用する消耗品 実費 

災害共済制度加入に係る保

護者負担  

「独立行政法人日本スポーツ振興センタ

ー災害救済制度」加入に要する保護者負担  

年 額  3 0 0 円 

要保護者 40 円 

 

 

2  預かり保育に係る利用者負担  

項目  内容、負担を求める理由及び目的     金額 

保育料 １号認定預かり保育に係る費用  

14：00～16：３０ 

10,000 円/月額 

（日額 500 円） 

おやつ代  おやつの提供に要する費用  2,000 円/月額 

 （日額 100 円） 

保育料 長期休業日に係る保育料（月額）  500 円 

食事代 長期休業日に係る給食費（1 食） 300 円 

おやつ代  長期休業日に係るおやつ代（ 1 食）  100 円 

 

３延長保育に係る利用者負担  

項目  金額 

保育標準時間利用の子どもの延長保育に係

る利用者負担  

月額   5,000 円 （1 人目） 

月額   3,000 円 （2 人目以降）  

日額   1,000 円 （緊急時のみ）  

保育短時間利用の子どもに延長保育に係る

利用者負担  

1 回    100 円 

7 時～8 時 30 分 16 時 30 分～18 時 

 

 

 













【資料２】

保育所

定　員 95人 3学級 ）

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 計

１号認定 5人 5人 5人 15人

２号・３号認定 5人 14人 15人 15人 15人 16人 80人

学級数 1学級 1学級 1学級 3学級

9人

（小数点以下四捨五
入）

園長：１人　副園長：１人　主幹保育教諭：１人

保育教諭：14人（常勤８人、非常勤６人）

調理員：４人　事務職員：１人　嘱託医：２人

1,250.45 ㎡

482.80 ㎡ 201.30 ㎡）

504.15 ㎡）

室数 可否

1 56.41 ㎡ 54.45 ㎡ 適

4 198.45 ㎡

1 66.15 ㎡

５．設置者 社会福祉法人日の出福祉会

幼保連携型認定こども園　設置認可申請調書

区　　分 内　　　　　容

１．名称 幼保連携型認定こども園　光陽希望ヶ丘保育園

２．位置 桑名市大字西別所字小池667-1

３．開設時期 令和８年４月１日

４．新設／移行 移行 光陽希望ヶ丘保育園

６．園長予定者

氏　　　　名 椙尾　みどり

教育・保育従事歴 44年 保有資格
保育士

幼稚園教諭２種免許

備　　　　考

昭和56年～　光陽保育園
令和６年～　光陽希望ヶ丘保育園　園長

1.6 人

８．職員構成

９．敷地・園庭
敷地面積 （賃借権50年、地上権設定：認定こども園存続中）

園庭面積 （基準面積

７．定員及び学級

（学級数

必要配置数 1.6 人 4.8 人 1.3 人

その他設備：職員室、保健室、調理室、便所、手洗用設備、非常警報設備等

１０．施設・設備

園舎面積 713.83 ㎡
（基準面積

（構造：鉄骨造　２階建）

必要設備 面積 基準面積

乳児室・ほふく室

保育室
120.78 ㎡ 適

遊戯室

備　考



【資料２】

開園日数 年間３００日

開園時間 ７時３０分～１８時３０分

教育時間 ９時００分～１５時００分（月曜日～金曜日）

保育時間 ７時３０分～１８時３０分（月曜日～金曜日）

７時３０分～１８時３０分（土曜日）

休園日 日・祝日・年末年始（１２月２９日～１月３日）

　 （１号認定子どもは、上記に加え下記期間も休業）

土曜日

４月１日～４月４日、８月１０日～８月２０日、１２月２３日～１月７日

３月２６日～３月３１日

【内容】

【工夫した点】

【対象】

【職員の状況】

【利用料】

【その他】

１２．教育及び
　保育の目標等の
　主な内容

○教育及び保育の目標及び理念

子ども達の集団活動を通して、正しい社会性を養い、心身ともに健康で創造的な活動のできる意欲
的な人間育成に努める。

○教育及び保育のねらい及び内容の概要

１　健康、安全を重視する。　２　情操を養い人間性を豊かにする。
３　創造、経験、自主、自律心を育てる。
４　教材は季節的なものから取材し、行事を重視する。
５　道徳心を養う。　６　科学の好きな子を育てる。

幼保連携型認定こども園　設置認可申請調書

区　　分 内　　　　　容

１１．開園日数、
　教育週数、教育
　及び保育の時間

１３．子育て支援
　の状況

月１回程度、園庭や遊戯室の開放
その際に子どもの養育に関する各般の問題につき、保護者からの相談に応じ、必要
な情報の提供及び助言を行う。

ホームページを使って広く周知する。

未就学児

園長や主任保育士等

無料

（子育てひろば）
月１回程度、園庭や遊戯室の開放・育児相談
未就学児対象　園長や主任保育士等担当



幼保連携型認定こども園 光陽希望ヶ丘保育園 運営規程(園則) 

 

(目的) 

第１条 この規程は、社会福祉法人日の出福祉会(以下「本法人」という。)が、就 

学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(以下

「認定こども園法」という。)に基づき設置する幼保連携型認定こども園(以下

「本園」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 

２ この規程は、認定こども園法施行規則第１６条に基づく園則を兼ねる。 

(名称及び所在地) 

第２条 本園は、幼保連携型認定こども園光陽希望ヶ丘保育園と称する。 

２ 本園の所在地は、三重県桑名市大字西別所字小池６６７―１ 

(施設の目的及び運営の方針) 

第３条 本園は、利用する乳児及び幼児(以下「園児」という。)への教育・保育の 

一体的な提供を通して、その心身の健やかな育成に最もふさわしい生活の場を 

提供するものとする。 

２ 本園は、認定こども園法、子ども・子育て支援法その他関係法令等を遵守 

し、乳幼児の発達に必要な教育・保育を総合的に提供する。 

３ 本園の教育・保育の目標は、次のとおりとする。 

     礼儀正しく接することのできる子・人を助ける優しい心の持てる子の育成を 

教育及び保育の理念とし、園児の健やかな成長を支援していきたいと思いま 

す。個々の人間としての子どもの人権や主体性を尊重し、創造的な活動ので 

きる意欲的な人間形成に務める。また、地域になくてはならないこども園、 

地域に愛されるこども園を目指します。 

(教育・保育の内容) 

第４条 本園は、前条の目標を達するため、幼保連携型認定こども園教育・保育要 

領に基づき、教育・保育の内容に関する全体的な計画及び指導計画を編成し、

小学校教育への円滑な接続に配慮した教育・保育を提供するものとする。 

２ 通常提供する教育・保育のほかに、以下の教育・保育を行う。 

① 延長保育事業 

② 預かり保育 

③ その他教育保育に係る行事等 

  ３ 本園は、子どもの国籍、信条、社会的身分又は費用負担の可否等によって 

差別的取り扱いをせず、かつ、特別の支援を要する家庭の子どもや特別な配 

慮を要する子どもの利用が排除されることのないよう、十分な配慮をもって 

運営するものとする。 

(子育て支援) 

第５条 本園は、園の保護者と常に密接な連携を保ち、園児の成長及び園の運営に 

ついて、個人別の連絡帳、園だよりなどを通じて保護者の理解と協力を得るも 

のとする。 

２ 本園は、保護者の仕事と子育ての両立等を支援するため、保護者の状況に 

配慮するとともに、子どもの快適で健康な生活が維持できるよう、保護者と 

の信頼関係の構築及び維持に努める。 

(給食及び食育) 



第６条 本園の給食は、自園調理により提供するものとする。 

２ 給食の献立は、市内保育園の献立に準ずる。 

(地域における子育て支援) 

第７条 本園は、在園児以外の地域の子育て家庭への支援及び相互交流を図るた 

め、次の子育て支援に関する事業を実施する。 

育児相談  実施曜日: 月曜日〜金曜日 祝祭日除く 

       実施時間: １０時〜１５時 

(職員の職種、員数及び職務の内容) 

第８条 教育・保育の実施にあたり配置する職員の職種、員数(定数)及びその職 

務の内容は、次のとおりとする。 

① 園長 １名 

園長は、職員及び業務の管理を一元的に行い、職員に対し法令等を遵守させ 

るため必要な指揮命令を行うとともに、園児を全体的に把握し、園務をつか 

さどる。 

② 副園長 １名 

副園長は、園長を助け、その命を受けて園務をつかさどる。また、園長に事

故があるときはその職務を代理し、園長が欠けたときはその職務を行う。 

③ 主任保育教諭 １名 

主任保育教諭は、園児及び地域の就学前子どもの保護者等に対する子育て支

援活動等を行うとともに、園長及び副園長を助け、その命を受けて園務の一

部を整理し、並びに園児の教育及び保育をつかさどる。 

④ 保育教諭  ５名以上 

保育教諭は、園児の教育及び保育について、その計画の立案、実施、記録及

び家庭連絡帳の業務を行う。 

⑤ 調理員 ４名 

調理員は、献立に基づき、給食及びおやつを調理する。 

⑥ 園医 １名 

園医は、本園における保健管理に関する専門的事項に関し、学校保健安全法

施行規則第２２条に基づいて、技術及び指導に従事する。 

⑦ 園歯科医 １名 

園歯科医は、本園における保健管理に関する専門的事項に関し、学校保健安

全法施行規則第２３条に基づいて、技術及び指導に従事する。 

⑧ 事務職員又は用務員 

事務職員又は用務員は、事務又は園の諸用務に従事する。 

２ 前項に定めるもののほか、必要に応じ臨時にその他の職員を置くものとす

る。 

（利用定員） 

第９条 本園の利用定員は、子ども・子育て支援法（以下「法」という。）第１９

条第１項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとに、次のとおり定める。 

(1)法第１９条第１項第１号の子ども（３歳以上児で次号に該当するものを除 

く。以下「１号認定子ども」という。）15人 

年齢別内訳 3歳児 5名 

4歳児 5名 



5歳児 5名 

(2)法第１９条第１項第２号の子ども（保育を必要とする３歳以上児。以下「２ 

号認定子ども」という。）46人 

(3)法第１９条第１項第３号の子ども（保育を必要とする３歳未満児。以下「３ 

号認定子ども」という。）34人（うち、満１歳未満の子ども5人） 

（１号認定子どもの教育を提供する日・時間・提供を行わない日） 

第１０条 １号認定子どもの教育を提供する日は、月曜日から金曜日までとする。

ただし、その週数は毎学年３９週を下回らないものとする。 

２  前項本文にかかわらず、教育の提供を行わない日を次のとおり別に定め

る。 

(1)学年始休業日4月1日から4月4日まで 

(2)夏期休業日8月10日から8月20日まで 

(3)冬期休業日12月23日から翌年1月7日まで 

(4)学年末休業日3月26日から3月31日まで 

３  １号認定の子どもの教育を提供する時間は、原則として、9 時 0０分から 

１5 時までとする。ただし、それ以外の時間帯において、保護者の希望により

預かりが必要な場合は、8 時 0０分から 9 時 0０分まで又は１5 時から１８時

までの範囲内で、一時預かり（預かり保育）を提供する。 

（２号認定子どもの教育・保育及び３号認定子どもの保育を提供する日・時間・提

供を行わない日） 

第１１条  ２号認定子どもの教育・保育及び３号認定子どもの保育を提供する日

は、月曜日から土曜日までとする。ただし、年末年始（１２月２９日から１月

３日）及び祝日を除く。 

２  ２号認定子どもの教育・保育及び３号認定子どもの保育を提供する時間

は、次のとおりとする。 

(1)保育標準時間認定を受けた子どもに係る時間７時３０分から１８時３０分ま

での１１時間の範囲内で、保護者が保育を必要とする時間。 

(2)保育短時間認定を受けた子どもに係る保育時間原則として、登園時間から８

時間の範囲内で、保護者が保育を必要とする時間。ただし、それ以外の時間帯

において、保護者の希望により保育が必要な場合は、登園後８時間を過ぎてか

ら１８時３０分までの範囲内で、時間外保育（延長保育）を提供する。 

３ 全園児とも、非常変災その他急迫の事情がある時は、臨時に教育・保育を 

行わないことがある。 

（学年及び学期） 

第１２条 本園の教育に係る学年は、４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

２ 前項の学年は、次の学期に分ける。 

(1)第１学期４月１日から８月31日まで 

(2)第２学期９月１日から12月31日まで 

(3)第３学期１月１日から３月31日まで 

（入園手続き、利用の開始及び終了に関する事項、利用にあたっての留意事項） 

第１３条 本園は、市町村から教育・保育の実施について支給認定を受けた１号子

どもから本園の利用について申し込みがあったときは、次に掲げる理由がある

場合を除き、これに応じる。 



(1)利用定員に空きがない場合 

(2)利用定員を上回る利用の申込があった場合 

(3)当該入園志望者に特別な事情があると認められ、本園の安全な利用に支障を

及ぼす恐れがある場合 

２ １号認定子どもについて、利用定員を超える入園申込みがあった場合は、

次の方法により選考を行い、園長が入園者を決定する。 

(1)適性検査を行う 

(2)兄弟姉妹が在園している場合は、優先する 

３ 2号認定こども及び3号認定こどもについては、支援法第42条の規定により

市町村が行った利用調整により本園の利用が決定されたときは、これに応じ

る。 

４ 本園の利用開始にあたり必要な事項を記載した書面により、当該子どもの

支給認定保護者とその内容を確認の上、利用にかかる契約を結ぶものとす

る。 

５ 退園又は休園しようとする１号子どもは、支給認定保護者が理由を記して 

園長に願い出るものとする。 

６ 本園の利用２号認定子ども及び３号認定子どもが次のいずれかに該当する

ときは、保育・教育の提供を終了するものとする。 

(1)「子ども・子育て支援法施行規則」第１条の規定に該当せず、市町村が利

用を取り消ししたとき 

(2)支給認定保護者から本園の利用の取消しの申出があったとき。 

(3)市町村が本園の利用継続が不可能であると認めたとき。 

(4)その他、利用継続において重大な支障又は困難が生じたとき 

（桑名市のあっせん、調整及び要請に対する協力） 

第１４条 本園は、桑名市が行うあっせん、調整及び要請にできる限り協力するも 

のとする。 

２ 利用申込を行った支給認定子どもが、本園の教育・保育を提供することが

困難である場合は、桑名市と連携を取り、適切な特定教育・保育施設又は特

定地域型保育事業を紹介する等の適切な措置を速やかに講じるものとする。 

（転園、休園及び卒園に関する事項） 

第１５条 転園及び卒園等による教育・保育の提供の終了に際しては、学校、特定

教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う者等と密接な連携をと

り当該子どもに係る情報の提供を通じて、円滑な接続に配慮するものとする。 

２ 園児の休園に際しては、保護者から届出を受けるとともに、休園事由によ

っては、必要な情報提供等を継続し、園児の円滑な再登園に配慮するものと

する。 

（利用者負担その他の費用の種類） 

第１６条 本園は、利用した支給認定保護者から、当該市町の定める利用者負担額

（保育料）について支払いを受けるものとする。ただし幼児教育・保育の無償化  

対象者は、その限りではない。 

２ 前項の保育料のほか、教育・保育の質の向上を図る上で特に必要であると

認められる対価（特定負担額（いわゆる上乗せ徴収））について、あらかじ

め、保護者に使途・金額・理由を説明し書面による同意を得たうえで支払い



を受けるものとする。 

３ 前２項に加え、教育・保育の提供に関して実費で徴収する費用（いわゆる

実費徴収）について、その都度、保護者に使途・金額・理由を説明し同意を

得たうえで支払いを受けるものとする。 

４ 前各項の支払いを受けた場合は、当該保護者に領収証を交付するものとす 

る。ただし口座振替の場合、通帳記帳をもって領収書に代えるものとする。 

５ 第２項及び第３項の上乗せ徴収・実費徴収等の利用者負担については、別

紙利用額のとおりとする。 

（給付費の法定代理受領） 

第１７条 本園の利用に係る施設型給付費については、前条第１項の利用者負担額

を控除した額について、本園が法定代理受領するものとする。 

２ 前項により受領した給付費の額については、定期的に支給認定保護者に書

面で通知するものとする。 

（安全確保） 

第１８条 本園は、園児の安全の確保を図るため、事故、加害行為、災害等により

園児に生ずる危険を防止し、及び事故等により園児に危険又は危害が現に生じ

た場合において適切に対処することができるよう、施設及び設備並びに管理運

営体制の整備充実その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 前項の安全の確保を図るため、次の各号に定める安全に関する事項につい

て計画を策定し、実施するものとする。 

(1)当該幼保連携型認定こども園の施設及び設備の安全点検（毎学期１回以上の 

系統的な点検及び日常的な点検） 

(2)園児に対する通園を含めた生活その他の日常生活における安全に関する指

導、職員の研修その他 

３ 前項のほか、実情に応じて、危険等発生時において本園の職員がとるべき

措置の具体的内容及び手順を定めた対処要領を作成し、以下の措置を講じる

ものとする。 

(1)園長は、危険等発生時対処要領の職員に対する周知、訓練の実施その他の危

険等発生時において職員が適切に対処するために必要な措置を講ずる。 

(2)園児に危害が生じた場合において、当該園児及び当該事故等により心理的外

傷その他の心身の健康に対する影響を受けた園児その他の関係者の心身の健

康を回復させるため、これらの者に対して必要な支援を行う。 

４ 本園は、園児の安全確保にあたり、園児の保護者との連携を図るととも

に、地域を管轄する警察署その他の関係機関、地域の安全を確保するための

活動を行う団体その他の関係団体、地域の住民その他の関係者との連携を図

るよう努めるものとする。 

（緊急時等における対応） 

第１９条 本園は、教育・保育の提供中に、園児の健康状態の急変、その他緊急事

態が生じたときは、速やかに園児の家族等に連絡をするとともに、園医又は子

どもの主治医に相談する等の措置を講じる。 

２ 教育・保育の提供により事故が発生した場合は、桑名市及び保護者に連絡

するとともに、必要な措置を講じる。 

３ 園児に対する教育・保育の提供により賠償すべき事故が発生した場合に



は、損害賠償を速やかに行う。 

（事故防止及び発生時の対応） 

第２０条 本園は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措

置を講じるものとする。 

(1)事故が発生した場合の対応、事故発生の防止のための指針・マニュアル等の

整備 

(2)事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該

事実が記録、報告され、その分析を通じた改善策を職員に周知徹底するため

の体制の整備 

２ 前項のため、本園に事故発生の防止のための委員会を設置するほか、職員

に対する研修を定期的に行うこととする。 

３ 事故が発生した場合は、速やかに市、当該支給認定子どもの家族等に連絡

を行うほか必要な措置を講ずるとともに、事故の状況及び事故に際して採っ

た処置について記録を整備するものとする。 

４ 本園の責めに帰すべき賠償事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行

うものとし、そのための損害賠償責任保険に加入するものとする。 

（非常災害対策） 

第２１条 本園は、火災、地震、風水害その他の非常災害に備え、取るべき措置に

ついて具体的計画を立てるとともに、これに対する不断の注意と訓練に努める

ものとする。 

２ 前項の具体的計画のうち、消防法令に基づく消防計画については、策定及

び変更の都度、所轄の消防署へ届出を行うものとする。 

３ 第１項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月１回

行うものとする。 

４ 非常災害における園児の安全確保については、日頃より、所轄の消防署そ

の他の関係機関、地元住民等との連携を図るよう努めるものとする。 

（保健及び環境、衛生） 

第２２条 園児と職員の健康の保持増進を図るため、学校保健計画を策定し、実施

するものとする。 

２ 園児の健康診断は、学校保健安全法に基づき、入園時及び毎年度２回行う

（そのうち１回は６月３０日までに行うものとする。）ことを原則とする。 

３ 毎年度定期的に、国の定める環境衛生基準に基づき環境衛生検査を行うほ

か、日常的な点検を行い、環境衛生の維持又は改善を図るものとする。 

４ 感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のため、対応指針を策定する

等、必要な措置を講じるものとする。 

（虐待の防止のための措置） 

第２３条 職員は、いかなる場合にあっても、園児に対し、児童福祉法第３３条の

１０各号に掲げる行為その他以下のような当該園児の心身に有害な影響を与え

るいかなる行為もしてはならない。 

(1)殴る、競る等直接園児の身体に侵害を与える行為。 

(2)合理的な範晴を超えて長時間一定の姿勢をとるよう求める行為及び適切な休

憩時間を与えずに長時間作業を継続させる行為。 

(3)廊下に出したり、小部屋に閉じ込めるなどして叱ること。 



(4)強引に引きずるようにして連れて行く行為。 

(5)食事を与えないこと。 

(6)園児の年齢及び健康状態からみて必要と考えられる睡眠時間を与えないこ

と。 

(7)乱暴な言葉使いや園児をけなす言葉を使って、心理的苦痛を与えること。 

(8)施設を退園させる旨脅かす等言葉による精神的苦痛を与えること。 

(9)性的な嫌がらせをすること。 

(10)当該園児を無視すること。 

２ 本園は、園児の人権の擁護及び虐待の防止を図るため、責任者の設置その

他必要な体制の整備を行うとともに、職員に対する研修の実施その他必要な

措置を講じるものとする。 

３ 職員は、入園児の虐待が疑われる場合には、入園児の保護とともに家族の

養育態度の改善を図り、関係機関、桑名市に通報するものとする。 

（苦情解決体制） 

第２４条 本園は、その提供した教育・保育に関する苦情に迅速かつ適切に対応す

るために、苦情解決体制を整備し、苦情を受け付けるための窓口を設置する等

の必要な措置を講じるものとする。 

２ 本園は、苦情に関し市から求められた場合は、市が行う調査に協力すると

ともに、市から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必

要な改善を行うものとする。 

３ その他秘密保持に関する事項は、別途就業規則及び個人情報保護に関する

規定により定める。 

（秘密保持） 

第２５条 本園の職員及び職員であった者は、正当な理由がなく、その業務上知り

得た支給認定子ども又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 本園は、園児又は第三者の生命、身体等に危険がある場合等正当な理由が

ある場合又は正当な権限を有する警察機関等からの命令等による場合を除く

ほか、小学校、他の特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を

行う者その他の機関に対して、支給認定子どもに関する情報を提供する際に

は、あらかじめ文書により当該支給認定子どもの保護者の同意を得て行うも

のとする。 

３ その他秘密保持に関する事項は、別途、就業規則及び個人情報保護に関す

る規程により定める。 

（教育・保育の質の評価） 

第２６条 本園は、教育及び保育、子育て支援事業の運営水準の向上を図るため、

その運営状況について次のとおり自ら評価を行い又は評価を受け、運営改善の

ための必要な措置を講じるものとする。 

(1)国の定めるガイドライン等に準拠して定期的に自己評価を行い、その結果を

公表すること。 

(2)園児の保護者その他の関係者による評価を受け、その結果を公表するよう努

めること。 

２ 前項のほか、本園は、定期的に外部の者による評価を受けて、その結果を

公表するよう努めるものとする。 



（記録の整備） 

第２７条 本園は、教育・保育の提供に関する以下に掲げる記録を整備し、その完

結の日からそれぞれの記録に応じて定める期間保存するものとする。 

(1)教育・保育の実施に当たっての計画  ５年間保存 

(2)提供した教育・保育に係る提供記録  ５年間保存 

(3)市町村への通知に係る記録      ５年間保存 

(4)支給認定保護者等からの苦情の内容等の記録  ５年間保存 

(5)事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録  ５年間保存 

（会計） 

第２８条 本園の会計は、その他の事業の会計と区分して行うものとする。 

２ その他会計に関する事項は、別途、本法人の経理規程等により定める。 

(補則) 

第２９条 この規程を改正、破棄する場合は、社会福祉法人日の出福祉会理事会の 

議決を得ることとする。この規程に定めるもののほか、本園の管理運営に必要 

な事項は、園長が定めることができる。 

 

 

附則 

この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



料金表 
 

区   分       料   金 

給食費(１号) 主食費 500 円/月  副食費 5200 円/月 

給食費(２号) 主食費 500 円/月  副食費 5200 円/月 

保険料 200 円/月 

日本スポーツ振興センター共済掛金（入園月のみ） 285 円 

預かり保育(1 号認定)   8：00〜9：00 250 円 

〃     (1 号認定)   15：00〜17：00 250 円 

〃     (1 号認定)  17：00〜18：00 250 円 

長時間保育(2・3 号短時間) 7:30〜 8:00 1 回  250 円 

〃   (2・3 号短時間) 16:00〜 18:30 1 回  250 円 

銀行引落手数料 65 円/月 

教育充実費  英語 1200 円/月 

教育充実費  体操 1102 円/月 

 



















【資料２】

保育所

定　員 119人 3学級 ）

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 計

１号認定 3人 3人 3人 9人

２号・３号認定 6人 19人 20人 21人 22人 22人 110人

学級数 1学級 1学級 1学級 3学級

12人

（小数点以下四捨五
入）

園長：１人　副園長：１人　主幹保育教諭：２人

保育教諭：19人（常勤13人、非常勤６人）

調理員：２人　事務職員：１人　看護師：１人　嘱託医：２人

5,255.78 ㎡

958.68 ㎡ 310.20 ㎡）

538.14 ㎡）

室数 可否

3 133.35 ㎡ 72.60 ㎡ 適

4 202.28 ㎡

1 120.70 ㎡

５．設置者 社会福祉法人白鳩会

幼保連携型認定こども園　設置認可申請調書

区　　分 内　　　　　容

１．名称 かもめ保育園

２．位置 鈴鹿市加佐登町2059番地2

３．開設時期 令和８年４月１日

４．新設／移行 移行 かもめ保育園

６．園長予定者

氏　　　　名 清水　健太

教育・保育従事歴 10年 保有資格

備　　　　考

平成26年～　かもめ保育園　園長
園長研修を受講予定

2.0 人

８．職員構成

９．敷地・園庭
敷地面積 （自己所有）

園庭面積 （基準面積

７．定員及び学級

（学級数

必要配置数 2.0 人 6.5 人 1.6 人

その他設備：職員室、保健室、調理室、便所、手洗用設備、非常警報設備等

１０．施設・設備

園舎面積 1,022.52 ㎡
（基準面積

（構造：鉄骨造　２階建）

必要設備 面積 基準面積

乳児室・ほふく室

保育室
153.64 ㎡ 適

遊戯室

備　考



【資料２】

開園日数 年間２９４日

開園時間 ７時００分～２０時００分

教育時間 ９時００分～１５時３０分（月曜日～金曜日）

保育時間 ７時００分～２０時００分（月曜日～金曜日）

７時３０分～１８時３０分（土曜日）

休園日 日・祝日・年末年始（１２月２９日～１月３日）

　 （１号認定子どもは、上記に加え下記期間も休業）

土曜日

８月１３日～８月１５日、３月２８日～３月３１日

【内容】

【工夫した点】

【対象】

【職員の状況】

【利用料】

【その他】

１２．教育及び
　保育の目標等の
　主な内容

○教育及び保育の目標及び理念

・こども達の最善の利益を優先し、保護者・地域・職員が一体となって子育てを行う。
・一人ひとりの乳幼児を温かく受け入れ、安全への気配りと愛情に包まれた家庭的な生活環境の中
　で、乳幼児期の心身の発達を助長し、養護と教育が一体化となり、食事・排泄・睡眠・着脱衣・
　清潔等基本的な規則ある生活習慣を身につける体験保育を行う。
・教育・保育の目的を的確に推進し、こども一人ひとりの個性に応じ、愛情と熱意をもって保育を
　行う。
・遊びを通して様々な出来事から豊かな感性や表現力・道徳心・決まりがあることの大切さに気付
　き、生きる力を身に着ける。

○教育及び保育のねらい及び内容の概要

・保育の理念・保育の目標を達成する為にこどもたちの発達過程・実態を把握し、養護と教育の
　連続性及び一体性によりこどもの心情・意欲・態度を大切にし、こども自らが生活全体を通じた
　「体験」を重視する保育計画を立てる。
・一人ひとりのこどもに応じた環境を整え、小学校とも連携をとって保育にあたる。
・「遊び」中心に、こどもたちの自立性と創造性を大切にしながら、未来の社会を背負って行く
　人間としての基礎になるいろいろな力や資質を育てる。
　※健康で丈夫なこどもの育成を目指す。
　※明るくたくましいこどもの育成を目指す。
　※自分で考え、自分で行動しようとするこどもの育成を目指す。
　※他人の苦しみや悲しみがわかるこどもの育成を目指す。
　※友達と力を合わせて協力出来るこどもの育成を目指す。

幼保連携型認定こども園　設置認可申請調書

区　　分 内　　　　　容

１１．開園日数、
　教育週数、教育
　及び保育の時間

１３．子育て支援
　の状況

・随時園庭開放
・一歳半健診のお手伝い
・フラワーフェスタ

・HP等で随時園庭を開放していることを知らせている。
・パネルシアター・絵本等をきっかけに保護者の育児相談にのる。
・加佐登町づくりの方と協力をし、地域の未就学児とふれあい、その保護者の育児
　相談にのる。

・就学前の幼児、乳児
・一歳半健診受診者

・園庭開放については、副園長が担当
・一歳半健診のお手伝いは、正規保育士が順番で対応

なし

（園庭開放、子育て相談）
地域の子どもや保護者を対象とした園庭開放（職員１名、週２回）
地域の家庭や保護者の子育てに関する相談（職員１名、週１回）




























